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平成２６年第３回幸田町議会定例会会議録（第４号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２６年９月１８日（木曜日）午前９時００分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 第45号議案 幸田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

           基準を定める条例の制定について 

     第46号議案 幸田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

           の制定について 

     第47号議案 幸田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

           る条例の制定について 

     第48号議案 幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正について 

     第49号議案 幸田町心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正について 

     第50号議案 幸田町不燃物処理場の設置及び管理に関する条例の廃止について 

     第51号議案 平成２６年度幸田町一般会計補正予算（第３号） 

     第52号議案 平成２６年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

     第53号議案 平成２６年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     第54号議案 平成２６年度幸田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     第55号議案 平成２６年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

     第56号議案 平成２６年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算 

           （第１号） 

     第57号議案 平成２６年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

     第58号議案 平成２６年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

     認定第１号 平成２５年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２号 平成２５年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第３号 平成２５年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

     認定第４号 平成２５年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

     認定第５号 平成２５年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第６号 平成２５年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決 

           算認定について 

     認定第７号 平成２５年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて 

     認定第８号 平成２５年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第９号 平成２５年度幸田町下水道事業会計利益の処分及び決算認定につい 

           て 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 
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  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１６名） 

  １番 中 根 秋 男 君  ２番 杉 浦 あきら君  ３番 志 賀 恒 男 君 

  ４番 鈴 木 雅 史 君  ５番 中 根 久 治 君  ６番 都 築 一 三 君 

  ７番 池 田 久 男 君  ８番 酒 向 弘 康 君  ９番 水 野千代子 君 

  10番 夏 目 一 成 君  11番 笹 野 康 男 君  12番 内 田  等 君 

  13番 丸山千代子 君  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 浅 井 武 光 君 

  16番 大 嶽  弘 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 副 町 長 成 瀬  敦 君

教 育 長 小 野 伸 之 君 企 画 部 長 大 竹 広 行 君

総 務 部 長 小 野 浩 史 君 住民こども部長 桐 戸 博 康 君

健康福祉部長 鈴 木  司 君 環境経済部長 清 水  宏 君

建 設 部 長 近 藤  学 君 教 育 部 長 春日井輝彦 君

消 防 長 山 本 正 義 君
消 防 次 長 兼
消 防 署 長

壁 谷 弘 志君

会計管理者兼

出 納 室 長
牧 野 洋 司 君

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 山 本 忠 志 君 

────────────────────────────── 

○議長（大嶽 弘君） 皆さん、おはようございます。 

   早朝より、御審議、御苦労さまです。 

   ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますから、これより本

日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時００分 

○議長（大嶽 弘君） ここで、総務部長から発言の申し出がありましたので、発言を許し

ます。 

   総務部長。 

〔総務部長 小野浩史君 登壇〕 

○総務部長（小野浩史君） 議長のお許しをいただきましたので、発言をさせていただきま

す。 

   平成２５年度決算に係る主要な施策の成果の説明書におきまして、２カ所誤りがござ

いました。内容は正誤表にて記載をさせていただきましたが、後期高齢者医療特別会計
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におきます事業費及び財源内訳中の数値の誤りであります。内容精査が至らなかったこ

とにつきまして、おわび申し上げ訂正をお願い申し上げたいと思います。 

   大変申しわけございませんでした。 

   また、質疑事前要求資料につきまして、お手元のほうに配付をさせていただきました

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

   以上でございます。 

〔総務部長 小野浩史君 降壇〕 

○議長（大嶽 弘君） 本日、説明のため出席を求めた者は、理事者１３名であります。 

   議事日程は、お手元に配付のとおりでありますから、御了承願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を、７番 池田久男君、８

番、酒向弘康君の御両名を指名します。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（大嶽 弘君） 日程第２、第４５号議案から認定議案第９号までの２３件を一括議

題とします。 

   説明は終わっておりますので、これより質疑を行います。 

   質疑の方法は、議案番号順に従い、通告順とします。 

   発言は、会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分以内とし、

質疑の回数制限は行いません。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間制限にかんがみ、簡明なる

答弁をお願いします。 

   初めに、第４５号議案の質疑を行います。 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今度の保育の新制度におきましては、国が税と社会保障の一体改

革を進めていくために、子ども・子育て支援新制度ということで進めるわけであります。

しかしながら、この新制度の保育におきましては、消費税が１０％になった時点でこの

財源を充てるという、そういう中で進められてきたものでありますが、しかしながら、

国のほうではこの新制度への移行をまだ１０％にもなっていない来年の４月から進めよ

うとするわけであります。この新制度に移行をいたしますと、介護保険の制度と同じよ

うに認定を受けることになります。保育の必要量の認定申請を進めなければならない、

これにつきまして、住民への周知と保護者への対応について、今現在どのようになって

いるかお尋ねするものであります。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 住民への周知ということでございます。周知に絡めて過

日の議案説明会において、平成２７年４月から新制度がスタートする予定であり、認定
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手続がふえるものの現状とほぼ変わりないという説明をさせていただきました。今、議

員のほうから言われたとおり消費税１０％を見込んでの新制度ということでございます

けども、この４５から４７号議案の３本の条例につきましては、子ども・子育て関連三

法の施行の日という施行日が設定してございます。この法の施行日というのは、先ほど

言われたとおり２７年１０月１日に１０％への引き上げを予定してございます。その１

０月１日の年の翌年４月１日までに政令で施行期日を定めるという法律で附則でうたわ

れてございます。したがって、国としては１０％の財源をもとに子育て支援対策を行う

という前提ではございます。今現在、その施行日というのは示されてございません。来

月１０月には、各市町村で保育所なり幼稚園の入所の受け付けが始まります。その時点

において、まだ施行日が示されていないということであります。我々担当としては、４

月からスタートする予定という表現をしてございます。それで、現状と変わらないとい

う部分でございますけども、この条例で出てきます特定教育保育施設というものは、幼

稚園と保育園、本町にはございませんけども認定こども園というのが対象の施設となり

ます。その中の幼稚園につきましては、本町３園ございますけども、岡崎の私立幼稚園

の協議会の団体の中で制度の概要がはっきりしないという理由から、２７年度の制度へ

の移行は見合わせをするということでございます。したがって、現状どおり私学助成を

もって運営をしていくという状況でございます。したがいまして、現在、私立幼稚園、

あけぼの幼稚園、たつみ幼稚園に行っている保護者の方については、本年度と全く変わ

りはございません。同様に私学助成ということでありますので、認定の必要もございま

せん。幼稚園の子に対しては認定はいたしません。したがいまして、公立の保育所につ

いては、この制度に移行しないということはできませんので、公立保育所については制

度にのっかってまいります。しかしながら、対象の施設になりながら給付額は発生いた

しません。全て公費負担という考えから給付費は発生いたしません。したがって、その

認定の申請手続がプラスアルファとなり、ほかは公立保育園についても変わりはござい

ません。例えば、２８年度以降、幼稚園が新制度へ移行したとしても、公立保育園に入

園する保護者の方については、認定手続以外はほぼ変わりないという認識でおっていた

だければ結構かと思います。 

   そういったことから、住民への周知ということでございます。８月１日の広報で入園

のお知らせということで載せてございます。その中に２７年４月から新制度がスタート

する予定です。その関係上、変更する可能性がありますので御承知おきくださいという

程度の周知にとどめております。それから、９月の広報においても、私立幼稚園の応募

の記事を広報こうたで掲載させていただいております。その中にも、新制度の関係上変

更する可能性がありますという表記をしてございます。幼稚園については２７年度は変

更はないわけでございますけども、とりあえず住民への周知というのは、この新制度と

いうのは非常に複雑でございます。我々担当としても混乱を招くような制度でございま

すけども、この全容を住民にお知らせしたとすると、まず、保護者の方の混乱を招くと

いうのは必置だと思います。そういったことを鑑み、私立幼稚園が制度にのっかるとい

う意思表示をした場合には、その制度の全容はお知らせする必要があると思いますけど

も、少なくとも２７年度については混乱を招かない程度に必要にして最小限の周知に努
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めてまいりたいと思います。 

   それともう１点、済みません。この入所申し込みの案内は、既に保護者の方に今渡っ

てございます。その中に、通知文でその支給認定申請書について制度上必要ですので、

入所申し込みとダブる項目はございますけども御協力をお願いしますということで、公

立保育所の入所の保護者に対しては周知を行ってございます。 

   以上であります。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この新制度におきましては、非常に複雑、難解というところであ

りまして、今、部長が言われましたように担当としても混乱をしている、これが実態で

あります。しかしながら、国のほうではこうした現場が混乱をしているにもかかわらず

強引に進めようとしているのが新制度であります。そういう中で、やはりこのやり方は

問題があると私ども日本共産党では国におきましても反対をしているところであります。

しかしながら、９月の議会の条例提案ということになったわけでありますが、その認定

申請、これにつきましては今回は変わらないよということ、認定申請をしなければなら

ないということで町のほうではその仕事もふえるわけであります。 

   そこで、周知等につきましては混乱を招かない程度にとどめたいということでありま

すが、それでしたら、例えば新制度が実際にスタートする、そのときになったら保護者

はどうなるのか。その点について、予測されることについてお伺いをしたいということ

であります。 

   次に、保育料についてであります。 

   保育料につきましては、国のほうから公定価格が示されております。これも定めなく

てはならないわけでありますが、幸田町は今、国の保育単価基準から７割ぐらいの単価

を設定をしながら住民負担の軽減をしているところでありますが、この新制度になれば、

この保育単価、公定価格が示されているわけでありますのでどう変わってくるのか。こ

の点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 保育料の関係でございます。 

   保育料については、ことし５月に国のほうから徴収基準の案として示されてございま

す。それは今現在の基準表８階層と同じでございます。それから、その基準額について

も同額ということであります。どこが違うかというと、階層の区分の判定において４階

層以上、現在は所得税で判定していたものを住民税の所得割額に変わります。本町の場

合、第３階層と第４階層を２分いたしまして１０階層の保育料を設定してございます。

現在、今担当のほうでできるだけ現在の保育料はそのまま移行したい考えでございます。

その区分分けにおいて、保護者の方にできるだけ影響の少ないように今検討している段

階でございます。 

   それと保育料については、私立幼稚園の保育料も設定することになります。現在の幼

稚園の保育料というのは一律に徴収をしているかと思います。就園奨励費において補助

をして、階層ごとに最終的な実質の負担額を調整しているという状況であります。今回

の私立幼稚園の保育料の基準表については、就園奨励費の階層７万７,１００円と２１
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万１,２００円の所得割額で区分をして４階層でやっております。この料金表の案とし

ても保護者世帯、それから非課税世帯、それから７万７,１００円以下、それから２１

万１,２００円以下、２１万１,２００円を超える、この５段階で設定をする予定でござ

います。その保育料につきましては、就園奨励費の補助額を控除した後の実質負担額ベ

ース、これで保育料を設定いたします。国としては、市立幼稚園の年間の保育料３０万

８,４００円で月２万５,７００円になりますけども、それを基準に案をつくってござい

ます。とりあえず２７年度からは私立幼稚園は制度には移行しませんけども、幸田町の

例規上はその市立幼稚園の保育料の基準表は設定する必要はございますのでそれは設定

してまいりますけども、例えば、幸田町の子どもが岡崎の幼稚園へ行った場合には、幸

田町の保育料を徴収をして、幸田町から岡崎の幼稚園に給付費が支払われます。したが

って、同じ子どもであっても岡崎と幸田で保育料の差が出ますと、そこで額が違うとい

う不均衡が出てまいります。市立幼稚園の保育料につきましては、ある程度近隣の状況

を鑑みて検討をしていく必要があるのかなというふうに今時点では思っております。保

育料については、そのような状態で私立幼稚園の部分と保育所の部分。 

   それと、もう１つ、答弁が長くなりますけども、国としてはそういった基準表は私立

を前提に考慮してございます。公立の保育園なり認定こども園というのは全て公費負担

ということでありますので、公定価格も基準表も公立に対しては示さないということで

ございますので、あくまでも保育料の基準表は、公立ないし認定こども園とか小規模の

保育所、そういったものはその基準表１本で仕様はしていきますけども、そういった公

定価格という公定価格、徴収基準額、そういった比較は公立には評議上はしないという

国の考えでございますので申し添えたいと思います。 

   以上、保育料についてはそのような関係でございます。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） いろいろと説明をしていただいたわけでありますが、聞いていて

もさっぱり要領が得ない、わからないというのがこの制度の実態であります。 

   そこで、新制度に移行をしたら実際の幸田町の子どもたちの保育料というのはどのよ

うに変わるのか。例えば、現在の保育料よりも上がるのか、下がるのか、その点につい

てお尋ねしたいというふうに思います。これは公立保育園、並びに幸田町におきまして

は市立幼稚園、この子どもたちの保育料です。その点についてはどう変化していくのか

お答えいただきたいというふうに思います。 

   それと、文教福祉委員会までにで結構でございます。現在の保育料が制度改正になっ

たらどのように移行するのか、その案を具体的に説明したものを示していただきたい、

資料として提出いただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 保護者の負担額の問い合わせでございます。負担額につ

いては、国の示した基準徴収額を限度に、現状の保育料より保護者の負担が大きくなら

ないように設定をしなさいということでございます。したがって、今の検討段階では現

状の保育料をそのままスライドするという予定でございます。 

   それから、私立幼稚園の保育料については、町としてもその状況等はまだしっかり把
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握はしてございませんので、近隣の市まちの担当と十分調整をしながら、その設定をし

てまいりたいと思っております。 

   以上であります。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 幸田町としましては、保育園におきましては公立の保育園、幼稚

園におきましては私立の幼稚園というふうに利用があるわけですけれども、そういう中

で、これは自治体によって保育運営費が変わるわけでありますので、保育料の設定も変

わってくるわけであります。先ほど説明があったように、岡崎市の幼稚園に行けば岡崎

市の設定になるわけでありますので、そうした点で幸田町の負担というものについては、

この新制度はどのようになるのか。その点についてお伺いをいたします。新制度になれ

ば町の負担がふえるのか。それとも国が示す消費税１０％の財源を子育て制度に使うよ

ということであるならば、当然これが手当されるというふうに思うわけでありますが、

しかし実態はどうなのか。その点についてもお尋ねしたいと思います。 

   次に、この特定教育保育施設、また、特定地域型保育事業の運営に関する基準という

ことで条例を制定をするわけでありますが、その中で幸田町が実施をしている私的契約

児、これについても特別利用保育ということで条例化をされるわけでありますが、この

特別利用保育についてお伺いをしたいというふうに思います。利用の形態、あるいは保

育料、そういう点についてはどのようになるのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 岡崎の幼稚園に幸田町の子どもが入った場合の幸田の負

担ということでございます。 

   給付費というのは、公定価格から市町村で定めた保育料を控除した額が給付費という

考え方でございます。したがいまして、例えば幸田が保育料を低く抑えた場合には、そ

の給付費がふえるということであります。幸田の給付費が増大する。逆に保護者の負担

が高ければ給付費は少ないということでございますけども、その給付費の財源は国が２

分の１、それから県が４分の１、町が４分の１という財源内訳になるわけでございます。

ただ、その給付費の基準と申しますか、ただ町が保育料を安くして給付費を膨らます。

その膨らんだ給付費に対して国が２分の１負担をしていただけるかというと、そういう

わけには恐らくいかないと思います。ある程度の基準額というものがあって、それに基

づいて国、県の負担、それとその差額分を町が負担、４分の１以上になると思いますけ

ども、そういう形で負担をして岡崎の幼稚園に給付をする形になるかと思います。 

   それから、２点目の私的契約児の関係でございます。 

   特別利用保育という名前になるわけでございます。認定の関係でいきますと、保育の

必要性がないという判断をいたしますので１号認定は出されます。１号認定を受けなが

ら２号の保育所で受け入れをするということになります。ただ、それは現状の私的契約

と同じように利用定員の範囲内という条件つきでございます。そういった面からすれば、

現状の指摘契約児と同じ扱いでございます。 

   もう１つは、特別利用教育という、保育に対して教育という言葉も新しくあります。

これについては２号認定を受けたお子さんが友達の関係だとか、学校教育を子どもにし
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たいという意向から幼稚園に行くという場合がございます。そういった場合も２号認定

の子どもさんを幼稚園で預かることができる。それもあくまでも利用定員の範囲内とい

う扱いになります。 

   以上であります。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この新制度になりますと、町の負担というものは、私立の幼稚園

が新制度に移行した場合は４分の１負担をしなければならないということで負担がふえ

る。このことは一般質問の中でも明らかないなったところであります。しかしながら、

まだ不透明な部分というものがある。この不透明な部分で実際のところ幸田町の負担は

ふえるというのが実態であるわけですので、そうした点で幸田町の保育料がどうなるか

が、これは一つの目安となるわけであります。その点について、幸田町の保育料につい

ては、これは特別利用保育についても同じ基準が適用をされるのか、その点についても

お尋ねしたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 負担については、新たに幼稚園が新制度に移行すれば発

生いたします。 

   それから、特別利用保育については、今現在私的契約児は実施時と同じ保育料でござ

います。基本的には、この基準を理由として運営を後退させてはならないという規定が

ございます。そういった部分からすれば、現状に実施時と同じように同額で運営をして

いく予定でございます。 

   以上であります。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 特別利用保育についても実施現在と変わらない基準で行うよう、

後退はさせないということであります。 

   そこで、最初に質問をいたしました住民への周知、保護者への対応でございますけれ

ども、部長は、現在は混乱を招かない程度にとどめたいということで実態を明らかにし

ていない部分がございます。これが実際、保護者へこの実態が明らかになるにつれて混

乱が生じてくるというふうに思うわけであります。また、保護者も不安になってくる。

こういう点で、この新制度の周知徹底はどれぐらいまでに行っていくおつもりなのかお

尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 冒頭で保護者の混乱を招かない程度に、必要にして最小

限という表現をさせていただきました。制度の保護者への周知は、少なくとも２７年度

内にはある程度１年経過した時点でその制度の状況というのもわかってまいりますので、

直接保護者に影響の出る部分、そういった部分を特に強調して周知はしていきたいと思

っております。ただ、２７年度スタートに当たっては、この全容を周知するのは避けた

いなという考えでございますので、御理解をお願いしたいと思います。 

   それと、済みません。１点漏れておりました。 

   委員会までにという御要求がありました。それについては用意をしたいと思っており
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ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） この子育て支援制度、いかに厚労省がどたばたで制度の導入を急い

だか、こういうことが問題にされておるわけですが、既に幸田町はこの９月議会という

ことですが、少なくないという言い方はいかんですが、そこそこの自治体で６月で条例

を制定したところもございます。その制定の過程の中で、厚労省がどたばたでやったこ

とをそのままコピーをして条例化をした。そういう経過の中で今わかっているだけでも

８カ所、厚労省の政令に誤りがある。厚労省自身もその誤りを訂正をした。いわゆる親

亀こけたら皆こけたという形で、６月にぱたぱたっとやったところの自治体は、みんな

この訂正に合わせた形の中で条例を改めるというような動きが出てきておるわけですけ

ど、そういう中でつくられて今いろんな観点から指摘をされました。 

   そういう中で、自治体がそれぞれの裁量としてこの制度を生かしながら住民の負担の

軽減、そして保育の質の向上、こういうものを取り組むことができるような規定もござ

います。それは、議案書でいきますと１７ページになります。１７ページというのは第

１３条、これは１６ページの後半部分にあるわけですが、利用者負担額の受領という形

で１３条が制定をされて、その中の４項から括弧でそれぞれ５項目が述べられておりま

す。この中の規定でいきますと、言ってみれば自治体の裁量として必ずしもこの金額を

保護者に負担させなきゃいかんという規定では、いわゆる義務規定、強制規定ではない

ということが読み取れるわけですが、そういう規定に対して、幸田町がどういうふうに

柔軟にこの条例を生かしながら役立てていくかというところの知恵の出し方だというふ

うに思うわけですが、そうした点で、あなた方自身この条例の制定に向けて、この１３

条の規定を含めてどう対応されていかれるのか、その考え方、基本をまずお聞きしたい。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 最初に、議会の条例の関係を話されました。確かに６月

で８カ所で、大半が９月で上程をしております。これは認定の関係上遅くとも９月まで

にという判断において９月に上程しているかと思います。 

   ２つ目の１３条の関係でございます。 

   これについては、地域子ども・子育て支援事業、これは一つの新制度の中の目玉の一

つでございます。子ども・子育て支援法５９条に、１号から１３号まで１３のメニュー

が規定してございます。その中の１つに、実費徴収にかかる補足給付による事業という

メニューがございます。これは、現在の小中学校における就学援助的な事業かと思いま

す。こういったものをうまく活用をして、この事業については国、県、市町村、３分の

１ずつを負担という、国、県から３分の２の財源がまいります。そういった国の負担も

うまく利用しながら、そういった事業を活用して低額所得者に対してそういった日用品

だとか文具等の補助を行っていけたらなというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 思っておりますということですが、先ほどの答弁もありましたよう
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に２７年度中は様子見と。２８年度から実質的な運用をしていくということですが、要

は、今あなたの言われるようにそういう規定があるようですという認識のもとで、この

法をどういうふうに生かしていくのかと。この法が、条例、法も含めてですが、この条

例が制定されたというその背景は、先ほども申し上げたように自治体の裁量権というの

があるわけです。その裁量権をどうするのかと。言えば費用負担の関係もずーとという

ことがあるわけですが、この関係も含めて（１）から（５）までの関係は、それぞれの

自治体の裁量がありますよ。この基本的な考え方は新制度によって格差を持ち込まない

と、こういうものが私は基本の中にきちっと座ってないと、あれもあります、これもあ

ります、しかし、どうしましょうかという形の中でアブ蜂取らずという形では非常にま

ずいわけなので、私は法は生かして使うという点からいけば、この規定をどういうふう

に今後具体的にしていくか、あるよということだけの認識の答弁では私はまずい。これ

をどう今後生かしていくのかということであります。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 今、地域子ども・子育て支援事業の関係で補足給付によ

る事業ということで説明をさせていただきました。 

   これは、今の議員のお話の中にあるように、この事業の内容については現在まだはっ

きりしてございません。担当のほうにも届いておりません。国のほうでそういった詳細

について今検討中ということであります。そういった意味から拙速に事が進んでいるな

という、担当としても思っているわけでございますけども、そういった今現在検討して

ございます詳細について、それをしっかり見きわめ格差のないように、それは町として

対応はしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 要は、こういう形の中で新しい制度がつくられて、十分行政の側も

熟知しない。また、あなたも言われるように住民に周知したら混乱が起きる。それはそ

うだと思うんです。私でもぽっと見て、これだけのきょうも資料もいろいろ出て・・。

これをどうやって具体的にそしゃくして自分のものにするかというのは、大変な労力と

時間の経過が要るだろう。時間の経過がいくうちに子どもが卒園しちゃって、保育園か

ら小学校に入って、もう関係ないわということになってくるわけです。だから、そうし

たときに自治体としてどういう構えでこの制度を生かしていくかという点からいくと、

基本的には今あなたの言われたように格差を持ち込まないこと。そして、今回の規定の

中で新たにいろんな要件はございますけれども、一定の基準を見出せば公費の支出がで

きる、そういう道も開かれておるわけ。そういうものをうまく活用して、私はこの問題

をわかりやすく住民の中に入れていく。そういう点でいけば１年時間的余裕もあるとい

うことですので、私はまず幸田町としてどうするのか。それと合わせて周辺がどういう

取り組みをしてくるか、こういうことも十分しんしゃくをしながら制度をうまく生かし

ていただきたいというふうに思います。 

   次に、１３条の第３項、並びに４３条の第３項、この規定はいずれもオプション規定

ということですが、１３条の３項というのは、食事の提供に要する費用というのがそう

ですよね。それと合わせて４３条の関係でいきますと、日用品や特定保育にかかる行事
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に参加する費用、あるいは特定に提供される便宜に要する費用と前後に基づくものとい

う形で、どんな場合でも逃げ道になる用意はしてあるなというふうに思うわけですが、

この内容の規定はみんなオプションですよね。オプション規定だということになります

と、これはやってもやらんでもいいよという形にもなり兼ねん。後ほど、次の４６号で

ちょっとふれる予定でありますけれども、結局、オプション規定という形で何か見ると

うまくやれそうだということと、もう一つは、オプションという形で今までやってこな

かったことを今度はこの制度の導入を合わせて質的に変化させていく、それは悪いほう

にという言い方が適切かどうかは知りませんが、制度的には後退をさせていく、こうい

う内容もオプションと。オプションという形の中でやられてきたときに、それは住民の

中にわかりやすく説明せよというのは非常に至難であろうと。そういう中で、あとは行

政の裁量判断で事が進んでいく。参酌という言葉もありますよね。参酌と何だといった

ら、具体的にいけば胸先三寸ですよと、自分のいいようにやってくださいよという形の

参酌という意味合いは胸先三寸で運用しても、これはもう参酌だという言葉の範疇でお

さめられていくという点は非常に危険性はあるけれども、またうまくこれを使っていけ

ば、国の基準を上回って保護者の負担を軽減をする、保育の内容を充実する、それも参

酌なんです。胸先三寸でこういう運用をしとる。国が言ってきたって国自身が参酌でや

ってくださいよと言っとるから、そうした点でいけば、私はこの１３条と４３条の関係

はうまくやらないと利用者負担が伴ってくるということと、もう一つは制度的に大きな

欠陥の自治体の側から穴をあけていくと、こういう問題もあるというふうに思うわけで。

要は、私がお聞きしたいのは、こういうオプション規定をどういう形で運用されて保護

者の負担と保育の質の向上を図っていくのかと、こういうことであります。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 今、議員がオプションという表現をされました。通常の

保育プラスアルファ、質の向上のために行うという意味合いからすればオプション保育

という表現もできるのかなと思います。 

   この規定については、我々担当もイメージがわかないわけですけども、国で言う上乗

せ徴収ということでございます。この上乗せ徴収というのは、公立は国としては対象と

していません、考えとして。私立幼稚園、私立の施設を対象とした考えであるようです。

それがはっきりしませんので、その上乗せ徴収という部分において基本的には条件があ

りまして、そういったサービスの向上、保育の質の向上をする必要がある対価に対して、

実際の保育費用と国で示す保育費用の基準額、公定価格になるわけですけども、その差

額の範囲内で上乗せ徴収ができるということでございます。それは各事業所の判断に委

ねるということでありますので、その差額分について事業者が全て保護者に求めるのか、

その一部を保護者に求めるのか、それは事業者の判断ということでありますけども、そ

の質の向上としては、例えば、幼稚園でいけば原則一クラス３５名編成、それを例えば

３０名編成にして幼稚園教諭をふやす、そういった費用に対して若干保護者の方から負

担をいただく、そういった上乗せ徴収という考えをしております。と申しますのは、私

立幼稚園の保育料は町で規定をいたしますので、各団体、各事業者の判断によってプラ

スアルファで保育料を取ってもいいですよという規定というふうに判断しておりますの
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で、そういう御理解でお願いしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、第４５号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第４６号議案の質疑を行います。 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ４５号議案は、現在の公立の保育園や私立の幼稚園、あるいは幸

田町にはありませんけれども認定こども園、この運営の条例化でありますけれども、こ

の次の今回の４６号議案、これにおきましては新しく認定外の施設を新制度へと移行さ

せるものであります。いわゆる国は待機児童の解消と、こういう点で認可外施設を新制

度に加えて、そして３歳未満児保育を充実をさせるという名目で進める、この内容であ

りますけれども、その保育基準、これについては大きく変わるわけであります。家庭的

保育事業、それから小規模保育事業、そして居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業と、

この４つに分類をされるものでありまして、また、同時に条例で定めるものによります

と、保育士の配置基準等も定めてくるわけであります。また、施設の基準もこれによっ

て定めてくるというものでありますが、そこでお聞きをしたいわけでありますけれども、

現在、幸田町では認定外保育園がございますけれども、この制度に乗るのはどれぐらい

対象施設、これについてお答えいただきたいというふうに思います。 

   それから、国基準が示されているわけでありますけれども、先ほど申しましたように

保育基準というのが大きく異なる、それを町独自で改善、あるいは上乗せをした点はあ

るかということでございますが、お答えいただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 町内の家庭的保育事業者の対象はということでございま

す。 

   幸田町には、認可外ももの木保育園、それからリトルラビット、たっちっちハウスと

いった認可外保育所がございます。 

   その中で、まず１点目のももの木保育園については定員が２０名以上、非常に多くの

お子さんを預かっております。そういった関係上、地域型保育事業ではなじまないとい

うことであります。ももの木保育園が施設へ移行するには、私立保育園として認可をと

っていただいた上で制度への移行という格好になると思います。 

   それから、たっちっちハウスについては、自動車関連企業の託児所的なものでござい

ますけども、この保育所については事業所内保育所という分類になるわけですけども、

事業所内保育所については地域の子どもたちを預かる枠、地域枠を設けなければならな

いということであります。たっちっちハウスについては、方向性としてはそういった地

域枠を設ける考えはないという今意思表示がございますので、この新制度の対象外とな

ります。 

   もう１つのリトルラビットについては、現在も地域枠と申しますが、従業員以外のお

子さんも預かって保育をしております。そういった部分にいけば事業所内保育所の対象

施設にはなっておりますけども、当事業所からの意思表示というのは今現在ございませ
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ん。 

   それから、基準で国の示した基準を超えた部分はあるかということでございますけど

も、基本的には国の示した基準を移行してございますけども、事業所内保育所について、

その中で保育所型事業所内保育と小規模型事業所内保育、この２つの区分、これは定員

によって２０人以上と１９人以下というふうで分かれるわけですけども、２０人以上の

保育所型事業所内保育所の乳児室の一人当たりの面積１.６５、畳１枚分ですけども、

１.６５という国の基準がございます。この保育所型ということで、条件的基準が保育

所と同じ基準でございます。公立保育所においては、乳児室は１.６５から県の指導に

よりまして一人３.３、２畳分、１坪分の確保をしなさいということで運用しておりま

す。それに従いまして、その保育所型事業所内保育の乳児室の一人当たりの面積１.６

５から３.３ということで若干基準を厳しくして規定をしております。 

   以上であります。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この家庭的保育事業の設備でありますけれども、非常にこの基準

が曖昧と言いますか、要するに、ゼロ歳から３歳未満児の子どもの保育をするには施設

としてふさわしくない施設もあるわけです。そういった点から、例えば、マンションの

一室等で保育をし、劣悪な保育環境の中で子育てされる乳児もいるわけです、都会にお

きましてはです。しかしながら、幸田町におきましてはこの基準をやはり町としてきち

っと定めながら、そして保育環境の整備充実、この立場に立つべきである。 

   そうした点から、次には保育士の配置基準であります。国の保育基準の中では、例え

ば、小規模保育事業におきましては全員保育士、あるいは保育士の割合が２分の１以上、

それから、Ｃ型では市町村の研修を終了した家庭的保育者、無資格者も可だよと、こう

いうふうに異なっているわけであります。やはりこれは幸田町としても幸田町の子ども

がよりよい保育環境の中で育つ、そのためにも安心して預けることができるようにして

いくためにも、全員保育士資格者というふうな基準を設けるべきではなかろうかという

ふうに思うわけでありますが、その点についてはどのようにお考えか、その意思がある

かないかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 議員が最初に言われたとおり、マンションの一室を利用

してとか、そういったものも国は認めていきましょうという方向であります。それは確

かに都市部における待機児童の解消という部分で、国、県、バックアップをしながらそ

ういった受け皿をふやしていきましょうという考えのもとであるかと思います。 

   それで、保育士の質問がございました。確かに地域型保育事業においては、全て保育

士ということではございません。家庭的保育者とか保育従事者という表現の職員を置か

なければならないということであります。町の基準としては、国の示した基準で規定を

させていただきました。議員の言われるとおり全て保育士で保育をする、保護者の方に

とってもそれは一番の安心かと思います。ただ、そういった未満児の受け入れ態勢の人

員の量的側面を考慮いたしますと、国の基準に沿って規定をしていくことも担当として

はやむを得ないのかなという考えでおりますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 例えば、ほかの６月議会で条例化をした自治体の中でも国の基準

を上乗せ、あるいは改善をした、そういうところもあるわけであります。当然、町とし

てもそのような状況もつかんでおられるわけでございますけれども、しかしながら、こ

の保育士要件、こうした点におきましては、市町村の研修を修了した者で対応していく

というのはいかがなものかというふうに思うわけであります。やはりきちんとした資格

を取って、そしてその専門教育を受けた方が保育をしてくれる、そういう点で安心感も

あるというふうに思うわけであります。先ごろ問題になりました無資格者が子どもを虐

待してしまうという、こういうような問題が至るところで起こっているわけであります。

あるいは、基準を守らないで子どもが死亡してきた事例、こういうものもあります。そ

うした不幸な事故を改善をしていく、そのような事故が起きないためにも、やはり保育

の専門性というのは必要であるというふうに思うわけであります。そうした点で、やは

りこの家庭的保育事業の中でも町としてはきちんと厳しい基準で臨むべきではなかろう

かと思います。未満児の受け入れであっても、これは３歳以上児の受け入れと同じ保育

士資格というのを要件に入れなければならないというふうに私は思います。そうした点

で、再度その改善の余地はないのかとお尋ねしたいと思います。 

   次に、食事についてお尋ねしたいと思います。 

   議案書の３５ページに食事の提供というのがありまして、その特例というものも出て

おります。とりわけ３歳未満児、あるいは乳幼児におきましては、アレルギーやアトピ

ーの子どもたちがふえている中で、アナフィラキシー症候群などの重大事故も起こって

いるわけであります。そうした点で外部委託搬入、これはそうしたアレルギー対応食、

子どもの状況に合わせた食事提供というものができないものもあるわけであります。そ

うした点におきまして、やはり自園調理、これを基本とすべきではないかと思うわけで

ありますが、その点について伺いたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 保育士の関係でございます。規定は国の基準どおりで規

定をさせていただきました。確かに、全て保育士というのが理想な格好ではございます。

しかしながら、人的確保する部分ではそういった制限を厳しくすると非常に難しい状況

が発生してくるというのが想像されます。この地域型保育事業の認可については市町村

に権限がおりております。そういった部分で確認をする上で、しっかり事業者にその点

の指導、監督はしてまいりたいと思います。極力保育士の有資格者の保育士を準備でき

ないかといったような部分で保育士の養成は指導の中でしてまいりたいと思いますけど

も、どうしても人員確保上やむを得ない場合には、規定どおりの家庭的保育者とか保育

従事者で対応というのもやむを得ないのかなと思いますが、そういった児童虐待とかい

ろいろ問題も発生しております。そういった部分で十分市町村の指導、監督は行ってま

いりたいと思いますので、御理解のほうよろしくお願いいたします。 

   それから、食事の外部搬入の関係でございます。１５条で基本は自園調理でございま

す。１６条で特例として外部搬入をできるという、できる規定をしておるわけでありま

す。その搬入においても１６条の第１項１号から５号の条件つきということであります。



- 15 -

しかも、その搬入先というのは民間事業者ではだめですよということであります。新し

い新制度で連携施設という言葉が出てまいりますが、連携施設というのは幼稚園なり保

育所、要は未満児を卒園して以上児になるときの受け皿として連携施設を確保しなけれ

ばならないというふうになっております。そういった連携施設からの搬入、または社会

福祉、その事業者の同系列の法人だとか医療機関、そういった施設からの搬入。もう１

つは、学校給食といったそういったアトピーだとかアレルギー、そういった考慮できる

施設からの搬入でないと外部搬入はできませんというふうにございますので、その点に

ついては十分そういったお子さんのアレルギーだとか、そういった部分の考慮は図れる

のかなという認識でおります。基本は自園調理でございますので、御理解いただきたい

と思います。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 規定は国の基準どおりだよということであります。そうした人的

確保が難しい場合は、指導、監督で質の確保をしていくということでありますが、しか

しながら、市町村の研修を修了した者というふうになっているわけでありまして、市町

村の研修とはどのようなものを指すのか。また、その市町村の研修によって保育士と同

等のような質の確保が提供できるのかということでございますが、その点については、

これも時間的規定も定められているわけでありますが、そういうので幸田町としてそう

した研修が行えるのか、その点についてもお尋ねしたいと思います。 

   次に、調理の外部搬入でございますけれども、食事の提供の特例によりましては調理

員の配置というのは必置規制ではないわけであります。先ほど申しましたように、やは

り小さい子どもほどいろんなアレルギー、アトピーなどの問題も抱えております。そう

した問題で、本当に子どもの状況に合わせた食事提供ができるかということであります

が、外部からのそういうものについて幸田町としては連携施設と言われましたけれども、

どのようなところを想定してそのように基準を認めたのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） １点目の研修の関係であります。 

   まず、町が行う研修ということでございますけども、基礎研修といたしましては、こ

れは国が示したものでございますけども、講習が２１時間、それから、実習として２日

以上という条件がございます。それから、認定研修、実際にそういった家庭的保育者と

か保育事業者として認定するには、講習を４０時間、それから、プラス保育実習を４８

時間と、これは保育実習１と２とあるようですけども、１については４８時間、それか

ら、保育実習２については二十日間、そういった研修を受けた者が家庭的保育者なり保

育従事者ということであります。それで家庭的保育者の位置づけとしては、保育士以上

の知識、経験を有する者ということでありますので、資格がないもののそういった知識、

経験については保育士と同等のものということでありますので、御理解をお願いしたい

と思います。 

   それから、食事の関係の連携施設はどういう施設を想定しているかということであり

ますけども、本町には幼稚園３園と８園の保育所でございます。基本的には連携施設に

は、その幼稚園なり公立の保育所が連携施設ということでありますので、そこから搬入
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した場合には十分そういったアレルギーに対しての配慮はなされるのかなというふうに

思っております。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 幸田町の研修を修了した家庭的保育者は、町の保育士以上の知識

を有する者になるよということに受けとめられるわけでありますよね。しかしながら、

現在の保育士の養成というのはどのようになっているのか。基礎的実習で間に合うのか

というふうに思うわけでありますが、その点についてはいかがでしょうか。 

   次に、連携施設ということで言えば、幸田町の保育園の調理室、あるいは幼稚園の調

理室からとるよと、要するに、受け皿となる施設からとりなさいよということになって

いるわけでありますので、その施設になるということでありますが、それでお聞きする

わけでありますけれども、幸田町の調理はアトピーやアレルギー対応食になっているか

といったらそうじゃないわけですよね。そうじゃなくて持っていっている、きちっとや

っているわけではない、そういうところからとって、果たして調理も必置義務じゃない

わけでありますので対応できるのかということであります。それと連携施設の負担とい

うものがふえてしまう、搬入しなければならないわけですから。その辺の今度は私立の

幼稚園や幸田町の保育園の体制が連携施設としての機能を兼ね備えていけるのかどうか。

その点についてもお尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 保育士の養成はという問い合わせでございます。 

   その点については、済みません。勉強不足で今手元にございませんので、委員会のほ

うでもしお答えできるのであればお答えしたいと思います。 

   それから、外部搬入の保育所なり私立幼稚園、幼稚園については承知しておりません

けども、保育所についてはそういったアレルギー食の配慮はしておりますので、そうい

った部分、お子様のそういったアレルギー体質を考慮して、そういった外部搬入する場

合でも家庭的事業者のほうからそういった情報をいただきながらそれは対応してまいり

たいと思っております。 

   それから、確かにそういった外部搬入をすることによって保育所の業務がふえるとい

うことはございます。それは制度上連携施設として協力をしなければならないという規

定がございますので、それはそれで制度上対応していかなければやむを得ないのかなと

いう認識でおりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） いずれにしましても、３歳未満児保育の保育基準がやはり劣悪な

環境で保育してはならないという、この姿勢に立っていくべきだというふうに思うわけ

であります。そういう点におきまして、まだこの条例が見切り発車ということもござい

ます。やはり幸田町の保育環境がよくなる、こうした点で改善点もまだあるわけであり

ますので、随時やはり見直していくべきだというふうに思います。やはりこうした家庭

的保育におきましても、有資格者であるべきだという町の姿勢も示していくべきではな

かろうかというふうに思います。これもまた委員会で質問してまいりたいというふうに
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思いますので、お答えは結構でございます。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時１０分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時２０分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開します。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） この１６条の規定は、食事の提供の特例と、いわゆる基準はあるけ

ども基準とは別に特例を設けるよ、特例というのは大概尻抜けをさせてるわけですよね。

尻抜け基準があって、その基準を尻抜けさせてくために特例を設けて質の低下を図って

いくというのが基本的な特例の考え方、見方だというふうに思うわけ。この１６条の規

定は、家庭的保育事業者等はという形で、その対象をどういうふうに絞っているのかと

いう点からいけば、基本的な考え方は３歳未満。３歳未満児の保育をするに当たって、

特例で外部搬入の給食提供を認めるよということですが、特例を認めなかった場合、基

本的に３歳未満児の食事の提供のあり方はどういう内容なのか説明がいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 特例を認めなかったらということでございますけども、

それは裏を返せば１５条に規定する自園調理ということになるかと思います。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 裏を返せばということは、設置者が基本的にその関係を全部面倒を

見なきゃいかんよということなんですよね。だけども、家庭的保育だという形で特例を

設けたときに、なぜ３歳未満児の方でやればそれが通るのかと。特例を設けたら通るん

じゃなくて、なぜ特例を設けなきゃならんのか、こういう規定があるわけ。なぜそうな

のか、これを設けた背景とは何なのかということをやっていかないと、保育の質という

のはどんどんどんどん低下をさせるわけですが、そうした点でのあなたの考え方、ある

いはこういう条例制定の基本的な考え方は説明をいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） １６条の規定、３歳未満児ということであります。この

規定については、保育所の３歳以上児についても外部搬入の特例ということで規定がし

てございます。保育所については３歳以上児ということでございますけども、それと同

じ規定の仕方が未満児で規定をしてございます。この特例規定については、先ほど来話

があったように待機児童の解消という部分で、その受け皿の拡大という部分で特例を設

けたものと理解しております。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、待機児童解消するためには質の低下を来してもしょうがな
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いんだと、こういうことでいいですよね。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 質の低下はまかりならんとは思っております。それにつ

いては市町村の指導、監督という義務が課せられておりますので、しっかり指導はして

まいりたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） まかりならんよという形の中であなたは言われるけれども、この条

例の中でいけば、１６条で「搬入の施設は次の各号に掲げる施設とする」という形にな

っております。こういう規定を設けなければできないということの問題点がどこにある

のか。つまり特例とは、あっちもあかん、こっちもあかんという抜け道を設けて、抜け

道だけではフォローできないから一定の下支えみたいな内容がこの規定の中にある。そ

ういう理解をしなければ、あなたの言われる待機児童の解消のためには質の低下もしょ

うがないよと、仕方がないけれども際限のない質の低下じゃいかんからということで、

下支えの規定が先ほど申し上げた搬入に当たっての条件設定がされている、３項目です

かな、という形である。そういう理解でよろしいですな。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） ３つの連携施設なり、同系列の法人とか学校給食、そう

いった３つの規定がございます。これについては、やはり今議員の言われたとおり質の

低下はしてはならないという前提のもと、そういった民間の事業者の搬入ではなく、そ

ういったアトピー対応とか、そういった対応のとれるしっかりした３つの施設からの搬

入をすることができるという解釈でおりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたが言われとる内容はある。だけど、結局３歳未満児が対象の

施設でありながら外部搬入を認めると。面積基準はどうですか。外部搬入による面積基

準は同等なのか、引き下げられとるのか。引き下げられてもそれはクリアするという基

準の設定なのかどうなのかという点で説明がいただきたいということと、もう１つは、

そこの中で逃げ道なのが参酌規定ですよね。参酌というのは先ほど申し上げたように、

どうにでも胸先三寸で逃げ道が用意してある、くそ道が用意してあると、こういうこと

なんですが、まず、面積要件はクリアするためにはどうなんだ。今の基準そのものは何

だ。ここで言うところの面積基準はどうなんだ。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 済みません。私の勉強不足かどうかはわかりませんけど

も、面積基準というのはないと思います。 

   それから、１６条、１５条もそうですけども、これについては従うべき基準というこ

とでありますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） そういう形の中で基本的には参酌だと。参酌要件だよという形で、

参酌というのは先ほど申し上げたように胸先三寸でどうにでも解釈する。その内容がい
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いとか、悪いとかいうことを言われるのは、それは参酌要件で私が参酌しました。こう

いう尻抜けの条項だということであります。 

   そうした中で、幼保の連携ということも出てくるわけですが、この中で幼保の連携認

定こども園という物の数の関係も細かい資料でまだ十分熟知はしておりませんけれども、

その要件の中でゼロ歳児の一人当たりの面積、これは国基準はどれだっけか、というこ

とです。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） ゼロ歳児の面積要件ということでございます。 

   これについては、資料でき基準一覧表、これは保育所と比較した家庭的事業所の基準

一覧表を提出させていただきました。これについては、その中で小規模保育事業につい

ては乳児室と保育室、一人当たり３.３平米ということでございます。 

   それから、家庭的保育事業については、これは５名以下の定員でございますけども、

専用の部屋として９.９平米、これが３人以上、３人を超える場合、一人当たり３.３平

米を加算という計算になります。 

   それから、事業所内保育所については乳児室、保育室ともに３.３平米ということで

ございます。この３.３平米というのが、国で示した１.６５からふやした３.３という

ことでございます。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 確かに国の基準というのは３.３平米。ここにもありますけれども、

これも参酌要件だと。参酌要件というのは、国の基準が一人当たり３.３平米だよ。し

かし、それを上回ってはいかんよという規定はないですよね、参酌ですから。そうした

中で、さいたま市は３.３から５.０まで引き上げとるんです。だから、それは国基準ど

おりでやるのか、幸田町がこの参酌規定をうまく活用して、この基準面積を引き上げる

と、保育の質の向上を図っていく、そういう取り組みは私は必要不可欠だというふうに

思うわけですが、そこら辺の取り組みなり考え方はどういうふうにお持ちなのか。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 埼玉県が５.０に基準を厳しくしてというお話がありま

した。本町の場合、保育所型事業所内保育については畳１畳から２畳分に拡大をしてお

ります。５.０で質の向上をすることができればいいんですけども、それをすることに

よって必然的に受け入れ人数の制限が係ってきます。建物の面積は同面積ですので、そ

ういった部分で待機児童を出さないためにも今現状の基準のままで御理解をいただきた

いと思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたが答弁するように、いみじくもこの基準というのは何なのか

と、どこに大義名分があるのかといったら、結局、待機児を解消する、その大義名分の

ために質の低下、量的な低下があってもしょうがないじゃないかと。３.３じゃなくて

５.０にすれば必然的に待機児の解消についてはブレーキがかかってきますよと、こう

いう取り組みであって、そうしますと待機児解消だよという大義名分のもとで、劣悪と
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は申しませんが質と量的な変化、それが低下していく。そういう物の見方をしていかな

いと常に向上していく、常に向上させていくという取り組みに曖昧さが残って、現状追

認、現状でよしとするということになりませんか。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 今、質と量の変化という表現をされたわけです。幸田町

の場合、今は子どもがふえる右肩上がりの町でございます。県下で日進市と幸田町だけ

であります。そういった部分で、現状は現基準で御理解をいただきたいと思いますが、

今後右肩下がりになった場合、子どもが減っていく現象が出た場合にはそれはスペース

的には余裕は出ますので、そういった検討もする必要も出てくるかとは思いますけども、

現状の幸田町の人口推移からいたしますと、この基準で御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたの答弁でいきますと、生まれたときが悪かったなと。もうち

ょっと過ぎると子どもの数が減るもんで、そうすると待機児童の解消はないし、施設が

余裕ができてくるからそのときに生まれてこなかったもんで、子だくさんという表現が

適切ではございませんけれども。今、待機児童がたくさんおる。そういうときにこうい

う取り組みをしたら、さらに待機児の解消に結びつかん。時とともに年齢を重ねていく、

そして子どもの数が減ってくる、減ってきたときに施設に余裕があるからそのときの対

応の問題ですよと、こういう理解ですよね。だったら待機児というものの解消というの

は、量的や質的な向上、改善を図るということよりもじっと我慢をせよと。時が全て解

決するよと、こういう理解でよろしいですな。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 時が解決されるという表現をされたわけですけども、基

本的には例え一人３.３平米でありましても、保育に対する質は決して低くないと私は

担当として思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 理解せよと言われて、はい、よっしゃというわけにはいかん。いか

んけれども結果的にこういう規定があって、尻抜けがあって、あとは参酌でそれを合理

化していく、そのことによる質的と量的な低下という点でいけば、私はそれときちんと

向き合いながら、今待機児があるからということで我慢を強いるとかじゃなくて、ある

いは納得させるんじゃなくて、行政が目指すべき方向というのはやっぱり常に充実させ

ていく、向上させていく、こういうものの取り組みをしないと現状追認をしていく。そ

の中の追認の中で逃げ道というのは参酌をするということにつながってくるということ

であります。この規定の内容はそういうことだというふうに私は思います。 

   それと合わせて形の中で第８条。第８条の一般的要件というのが書いてありますよね。

この一般的要件というのは何ですか。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 保育の質の向上については、担当としては常々考えてま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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   それから、第８条の一般的要件ということでございます。この要件については、児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準、これは国の基準が既に昭和２３年に出ておるわ

けですけども、この７条に同じ文言で規定を既にされております。その規定を用いて今

回この８条に同じように規定されたというふうに理解しておりますけども、保育士とか

そういった資格的な要件はもとより、その保育士の人間性なり、保育に対する意気込み、

そういったものも子ども・子育て支援法の目的であります健やかに成長できる社会の実

現のためには大きな要素であると思いますので、そういった部分でその職員たる人間性、

そういったものをこの８条で一般要件として規定したものと思っております。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、この内容からいけば保育士としての資格の要件は要らない

ですよと。ありますよね、最後のほうに。できる限りというのは努力規定。できる限り

児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならんよと。要は研修

さえ受ければいいよと、言い方は乱暴な言い方かもしれませんが。いわゆる保育士とい

う国家資格、そういう資格を取らなくても、理論と実践を積んだ研修であればそれでよ

しだよという点からいけば質の低下というのは著しくなる。保育事業にかかわらずそう

ですけれども、子どもを預かっている、そういう事業の中で一番何が問題なのかと言っ

たら、そういう事業の質の低下、そして、子どもの命にかかわるような問題に直結する、

そういう部門で研修さえ受ければ構わないよ、こういうのを一般的要件という形で当て

はめていくという点からいくと、私はこの規定というのは保育の低下、質の低下、ある

いは子どもの命を不安にさせる、そういうものの規定を合理化をするという規定である

というふうに私は思うわけですが、そうした点で、これからこの一般的な要件で研修さ

え受ければ保育士資格を持った保育士とは言わんけれども、一般的な要件としてそうい

う研修を受けたら保育士ですよと。言いごまかしとは言いませんが、言いくるめをする

ような内容だと。こういう規定の中で今後これを運用されてくということですよね。そ

こら辺はどうなんですか。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） この８条の一般要件というのは、家庭的保育者とか保育

事業者、家庭的保育者については、保育士以上の経験知識ということの位置づけであり

ます。それから、保育従事者というのは町が行った研修を修了した者をということであ

ります。保育従事者については、こういった従事者を経て後々には保育士になっていく

のかなというふうには思いますけども、一般要件の部分については、資格なりそういっ

た研修を修了しているからそれじゃあ採用しましょうと簡単なものではなくて、そうい

った面接等を行ってその人間性、子育てに対する熱意、そういったものを見きわめてそ

の人を採用、雇用するということで、そういった人間性を見きわめる部分でこの８条が

規定されているものというふうに理解をしております。また、この規定の最後に保育事

業に十分理解をした者であるというような規定もしてあったかと思いますけども、そう

いった部分で人間性、保育に対する熱意の要件を８条で規定しているという理解にして

おりますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） つまり、第８条で言う一般的要件、その一般的な要件を具備をすれ

ば保育士として保育に携わることができますよと、こういうことですが、私流にわかり

やすく言えば、運転免許証をとらなくても自動車教習所で講習を受けて、自動車学校の

中のコースをくるくるとうまく回れたら運転免許証を与えますよと。免許とは言わん。

しかし、公道は走ってもいいですよと、こういう規定じゃないですか。まさに一般的な

要件で国家資格の研修を受ける、保育士資格を取る。そういうこと意外に理論を学び、

実践を学んだことがあるなら研修を受けただけでも結構ですよと、車を運転してもいい

ですよと、公道に出てもいいですよと、こういう理解でしかないですよね。この規定は

そういう内容じゃないですか。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 今、運転免許証を例に話をされたわけですけども、私と

しては、保育士なり、研修修了者という条件は基本ではありますけども、あくまでもそ

ういった運転技術を習得したから公道を走ってもいいよという解釈ではありません。あ

くまでもその人間性を重視した上で、その保育に携わる職員としてふさわしい人間であ

れば、採用なり雇用をしなさいという意味合いの８条の規定だと思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたが思う、思わないは別。だけども、ここで言えば条例の規定

はそういう研修を受ければいいですよ、こういうことですよね。ですから結局、公道で

運転をする、その言葉を聞くのは保育を実際に実践をする、実習をする、その資格要件

は理論を学び講習を受ければそれで事足りたりという内容であります。 

   その次に、２４条の関係の保育時間の関係であります。 

   保育時間については、一日８時間を原則だよという形でしてあります。一日８時間と

いう原則をここの２４条で規定する、その主な内容は、８時間とした内容はどこにある

のか。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 基本的には原則８時間、家庭的事業等、５つの事業等全

て原則８時間ということであります。これについては、現在でいう保育時間が国の設定

の基本になっているかと思います。そういった意味で、この規定では原則８時間という

規定をしているんではないかなというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） この原則８時間というものの基本的な組み立ての考え方というのは、

家庭的保育ということも条件にはあるわけですが、別に家庭的保育時間というものの捉

え方でいきますと、最低でも８時間以上なければ集団保育は成り立ちませんよ、こうい

う中で８時間というものの時間の設定がされたというふうに私は理解しております。そ

れと合わせて、この規定の中で、これはどんな場合でもそうだけど、法律は斜めに読ん

でも、上から読んでも下から読んでも全部きちっとしとらないかんわけがなっとらへん

わけだね。上から読めばきちっと、下から読んで斜めから読むとどうにでも解釈できる

というのが法律の内容という点からいくと、ここでいくと２４条で８時間を原則とする
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けれども、保護者や乳幼児の置かれた状況を考慮して定めるものという形になっており

ます。ということは、短時間保育と、こういう可能性を持った規定だというふうに私は

理解するわけですが、そういう形でいいのかということなんです。本文といってはいか

んけど原則８時間だよという形で集団保育が成り立つ、その保育時間を保障しながらも

必ずしもそうこだわらんでいいんじゃないかと、こういう規定ですよね。そういう規定

があるということは短時間保育を進め、あるいはそれをやったからといってどうのこう

の言われる規定じゃないよと。まさに参酌です。胸先三寸で８時間を胸の中に閉めて、

あとは短時間でもいいですよと、こういうふうに読み取れるわけですがよろしいですか。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 原則８時間という規定でございます。この規定について

は、市町村が定めるのではなくて各事業者の参酌によって定めるということでございま

す。ただ、それは原則８時間という規定がございますので、市町村の指導、監督の中で

は、できるだけその８時間は集団保育時間としてとっていただけるようにお願いはして

いきたいと思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、第４６号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第４７号議案の質疑を行います。 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この新制度で学童保育がようやく位置づけられをし、また基準が

定められたということで、これは一歩前進というところだというふうに思うわけであり

ます。それで、この新制度では小学校６年生までとしていているわけであります。しか

しながら、この条例ではそうした受け入れ学年というものについては、この辺が曖昧に

されているわけでありまして、この点についてどう保障していくのか。この具体化につ

いてお尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 今回の新制度によって、児童福祉法で定めておりますお

おむね１０歳未満の児童という部分が削除されて、小学校６年生までというふうに法改

正がされております。今後、どのように対応していくかということでございます。今年

度から子ども教室と児童クラブを一本化して、児童クラブ９クラブで今現在運営をして

ございます。２クラブある幸田小学校区、それから荻谷小、それから中央小、この３つ

が２つの児童クラブがあるわけでございますけども、中央と荻谷については、この２つ

のクラブで十分充足はしております。問題の幸田学区があき待ちをしている状況があり

ます。今後の計画といたしましては、現在策定中でございます子ども・子育て支援新制

度の事業計画の中で、２７年度から１クラブずつ、その２つの中央と荻谷を除く児童ク

ラブで１クラブずつ何とかふやしていこうという計画でございます。ふやすに当たって

は、子どもの移動のことを考えると学校施設の中でうまくスペースが見出せるといいわ

けでございますけども、学校周辺の公共施設等の利用も検討の一つとして含めながら、

教育委員会と調整をして職員の創意工夫で何とか児童クラブ増設に伴う専用スペース、
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専用と言わないまでにしてもそういった児童クラブが運営されるスペースを何とか見出

して、事業計画に沿ってクラブを増設していく計画であります。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 放課後子ども教室と放課後児童クラブ、これを一体化をし、そし

て厚労省の管轄の児童クラブに一本化をするという中で子ども課が対応をしているわけ

でありますが、しかしながら、この一本化の中で３学区については２クラブということ

でありますが、２クラブある中でも小学校６年生までの受け入れは難しい、こういう設

備基準であります。そこで、法が定める中では小学校６年生までという基準ができてい

るわけでありますが、幸田町におきましては、残念ながらこの施設規模が不十分という

中でどうこれを保障していくのかということであります。事業計画の中でふやしていく

よということでありますが、やはり小学校６年生までを対象とした施設をする、その計

画を進めるべきでありますが、そうした観点での拡大が図られるかということでありま

す。 

   次に、小学校６年生まで拡大を図る、そのためには設備の基準の拡大と支援員の配置

増が必要でありますけれども、そうした点での基準の拡大というものはどのようにして

いくおつもりがあるかとお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君）６年生までの拡大という部分であります。 

   中央と荻谷小の児童クラブについては、今現在６年生まで受け入れはしてございます。

幸田学区については、残念ながら３年生までという今状況であります。今後、事業計画

で４つの児童クラブに対して１つずつふやしていくという前提でございます。これはあ

くまでも６年生拡大に伴う受け入れ枠の拡大という部分で計画をしてまいりたいと思い

ます。ただ、それは計画として毎年一年、一年ふやしていくわけですけども、いろんな

調整の中でもしスペース的に２クラブ用意ができるという状況であれば、計画に沿うこ

となくできるだけ早い時期にそういった拡大というのは取り組んでまいりたいと思いま

すが、計画上は２７年から１クラブずつふやしていく予定でおります。 

   それから、支援員については、規定上１支援単位２人以上という規定でございます。

幸田町の児童クラブについては、定員さまざま２０人のクラブもあれば５０人のクラブ、

いろいろあります。今現在も運営しておるわけですけども、保育園のように子ども何人

に指導員１人という規定は残念ながらございません。幸田の今の運営上は、おおむね子

ども１０人に対して指導員を１人という計算で運用しております。したがいまして、５

０人定員のところであれば２人で対応するんじゃなく、４名なり５名の指導員で対応し

ているところであります。それと、現在４６人指導員がおるわけですけども、その中で

資格のない方は４名ございます。これは必ず資格のある方のもとでそういった指導員は

一緒に子どもの面倒を見ていただくという格好になるわけですけども、指導員が多けれ

ば多いほど子どもに対する目が行き届くわけでございますが、いずれにしてもそういっ

た指導員の確保という部分でも一つの検討課題となっておりますが、必ずしも１支援単

位で２人で対応ということはなく、１０人に対して１指導員という形で運営しておりま
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すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 設備の国基準は、児童一人につきおおむね１.６５平方メートル

以上ということで基準があり、幸田町の設備の基準も１.６５平方メートル以上という

ことでありますけれども、しかしながら、保育室に限って言えば小学生になると子ども

も大きいわけでありますので、一人当たりの基準を１.９８、これは２歳児以上の保育

室という、これは保育園に定められた基準でありますけれども、それを基本とすべきで

はなかろうかというふうに思うわけであります。非常に手狭ということで拡大が図られ

ない、こういう中で言えば、保育室に限っての設備基準を一人当たりの１.９８という

ことで拡大ができないかという提案でありますが、その点についてお聞きしたいという

ふうに思います。 

   それから、支援員の配置増についてでありますけれども、幸田町の基準の中でいろい

ろと補助員というものも定められているわけでありますが、この放課後児童支援員とい

うものにつきましては、都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならないとい

うことで、保育士資格を有する者以外でも補助員としてできるわけであります。その点

についての専門性という点について言えば、やはり無資格ではなくてきちんと対応して

いくべきというふうに思うわけであります。また、同時に支援員の専門性を考えた場合、

やはりこの基準というものについてパート対応、非常勤ということではなく、きちっと

雇うべきではなかろうかというふうに思うわけであります。やはりそうした充実もこれ

から考えていかなければならない時期ではなかろうかというふうに思いますが、その点

についても伺いたいと思います。 

   ３つ目でありますが、開所と利用時間の基準と現行とのかかわりであります。 

   時間につきましては、第１８条で時間を定めているわけであります。これにおきまし

ては、小学校の授業の休業日に行うものについては一日８時間、次に、小学校の授業の

休業日以外の時間を一日に３時間、そして、開所時間が一年につき２５０日以上を原則

という、こういう文言で規定をされております。８時間以上ということで規定をされて

いるわけでありますが、しかしながら保育園におきましては、保育時間が例えば早朝７

時半から、そして午後８時までというそういう中で保育時間もいろいろとあるわけです

が、これは学校においても同じかというふうに思います。働く保護者の時間によって言

えば現在の９時では間に合わないと、そういうこともありますし、６時ではお迎えにも

行けないということにもなってまいります。そうした点からすれば、開所時間について

もう少しこの時間を延長をする、そういう体制もとるべきではなかろうかと思いますが、

その点について、開所、利用時間の基準についてお答えいただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） まず１点目、基準である面積１.６５ということであり

ます。今現在９クラブの中で、深溝が一番専用スペースとしては狭いわけであります。

その深溝において、一人当たりの面積というのは２.１８平米でございます。それ以外

の移動クラブについては、一人当たり３平米以上は確保できておりますので、先ほど言

われた１.９８という部分では現在クリアはしてございます。 
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   それから、２点目の指導員の資格ということで、この条例上でも第１０条の第３項で

９号にわたって要件が規定してあるわけですけども、今言われたとおり、資格保育士な

り教諭免許のある資格を有した方が指導員になることが一番ベストではございます。し

かしながら、そういった指導員の確保が現状は非常に難しい実態がございます。そうい

った補助員的な方も雇用して、その児童の面倒を見ざるを得ない状況でありますので、

御理解をよろしくお願いしたいと思います。 

   それから、児童クラブの開所時間の関係でございます。規定上は事業の休業日は８時

間以上、それから、休業日以外は３時間以上ということで規定してございます。現在、

今運営上は休業日は８時から１８時の１０時間、それから、授業のある日については１

時から６時ということで５時間を開所してございます。この１０時間、５時間というの

は、この条例の４条で規定しております最低基準を理由として後退をしてはならないと

いうことがございますので、この１０時間、５時間というのはそのまま維持をしてまい

ります。 

   それから、保育園の時間が３つの保育園で６時以降の延長保育はあります。そういっ

た部分で、保育園から小学校に入って児童クラブに入った場合に、６時以降の延長期間

というのがまた保護者の問題になってくるかと思います。それは現在も同じような状況

ではございますけども、一つの検討課題として検討はしてまいりたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 施設の面積基準におきましては、１.６５というふうに国基準ど

おりの定めになっているわけであります。しかしながら、幸田町の実態としては深溝が

一番狭い児童一人当たり２.１８平米、それから、ほかは３平米以上あるよということ

であります。それならば、やはりこの基準というものを低くに設定しなくて、幸田町基

準ということで拡大解釈をしながら、それが最低基準という形の中で定めるべきではな

かろうかというふうに思います。 

   それと、これは保育室に限ってこの面積になっているのか。トイレとかいろんなそう

いうところのものの全体面積を含めた中での一人当たりの面積数なのか、その点につい

てきちっとお答えがいただきたい。保育室に限っての場合として見た場合はどうなのか

という点であります。それと、やはりこれは最低基準として、せめて２歳児以上の基準

を設定すべきではなかろうかというふうに思うわけでありますので、その点の改善はい

かがかということであります。 

   また、利用時間と開所時間の関係でございます。６時までのお迎えということで制限

があるわけです。そうした点からすれば、やはり保護者の就労時間も考慮しなければな

らないということで、これは１８条にも規定をされているわけであります。定める条例

になっているわけであります。そういう点からすれば、この開所時間が問題になるわけ

であります。ですから、保護者が保育園と同じ就労時間でずっとフルタイムで働く人が

預けた場合は、当然のことながらお迎えに行けない。せっかくの国の法律改正によって

条例化ができるわけでありますので、この点はやっぱり改善すべきではないかと思うわ

けであります。その点について改善していくおつもりがあるかないか、お答えがいただ
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きたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） まず、面積基準のお話でございます。深溝が２.１８で

あれば高く設定をすればということであります。今回、この条例を制定するに当たって

国の基準どおり１.６５、それから８時間、３時間という規定をした理由の一つとして

は、公立の児童クラブを考えればそういった要件でも設定できるかと思います。ただ、

今回この新制度の関係で民間事業者の参入ということも一つの考慮に入れないといけな

いのかなということもございまして、この規定については国の基準どおりで規定をさせ

ていただきました。この条例を制定するにおいて、８時間、３時間というのは、１０時

間、５時間にしようかという検討も行いましたけども、民間参入ということも考慮して

国の基準どおりとさせていただきました。 

   それから、面積について深溝のほう２.１８、それ以外は３平米以上ということであ

りますけども、この面積については保育室の面積換算でいきますと１.６５はキープで

きているということであります。 

   それから、６時ではお迎えが非常に難しいということであります。先ほど申し上げた

とおり、そういった過去にも一般質問で開所時間の延長ということでいろいろ御意見を

いただいております。それは担当といたしましても検討課題の一つとして検討はしてま

いりたいと思っておりますので、御理解をよろしくお願いしたいと思います。 

   それと、一つ今現在、延長保育を利用している５歳児のお子さんをお持ちの御家庭で

すけども３５名おります。この３５名が来年度小学校に入った場合に保育にかけるとい

うことで児童クラブに入所されると思いますけども、その３５名の方が影響をこうむる

のかなというふうに思っております。担当としてもそういった就業時間と、要は、児童

クラブの開所時間とブランクの１時間、２時間、そういった部分は担当としても検討は

してまいりたいと思いますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回の条例化に当たっては、民間事業者の参入も考慮に入れたよ

ということでありますが、いわゆる国はこうした放課後子ども総合プランというものも

今回打ち出しをしております。こうした待機児の解消ということで条例化は図るわけで

ありますけれども、しかしながら、やはり民間、いわゆるもうけの対象として放課後児

童クラブをやってくよということも考慮に入れ、そのためには基準も低く抑えるという

ことにつながりかねない内容を含んでいるというのが、今の部長の答弁からも明らかで

すよね。実際、保育園に預けている親が小学校に入学をして、そして、放課後子ども教

室を利用するとなったら、これは小学校１年ショックということでお迎えさえ間に合わ

ない、こういう実態が今度は条例化が図られようとしている内容でありますので、やは

りこれは保育園との整合性をもたせるべきだというふうに思うわけでありますが、その

点についてはやはり改善すべき余地はあると私は思うわけであります。その点について、

どう整合性を図られるのかと。現在は３５人ということでありますが、しかしながら、

これからどんどん女性の社会参加を促すということで国のほうでも方向をとっているわ

けでありますので、フルタイムで働く女性もふえてくるというふうに思うわけでありま
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す。そうした点で言えば受け皿がない、こういうものであってはならないというふうに

思います。その点でどう願いに応えていくのかというふうに思います。また、基準に言

いましても、現在定員を超過をして入所をさせている実態があります。それが子どもた

ちの、例えば施設転移におきましても負担となっているわけですし、狭くてなかなかふ

やせないよというのが答弁でも返ってくるくらいでありますので、私は、この基準もき

ちっと位置づけ、拡大をしていくべきだというふうに思います。そうすれば、例えば柔

軟に対応ができる、毎日来ない子どもがいるかわりにほかの様子を見ながら定員以外に

も受け入れをしている実態の中で面積の基準が解消できるというふうにもなりますので、

その点をやはり最低基準の面積は確保すべきだというふうに思います。 

   それから、次にこの制度の移行期間、この点について国は５年間ということを言って

おりますけれども、完全実施していくまでにどれぐらいの期間を見込んでおられるのか。

その点についてもお尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） つなぎの検討をということでございます。それについて

は、担当として今どういう方法でということは申し上げられませんけれども、問題提起

しながら前向きに検討はしてまいりたいと思います。 

   それから、定員の考え方でございます。この定員については登録数という考え方では

なくて、実際に出てくるであろう子どもの数を想定して定員以上の登録はしてございま

す。２０人の定員のクラブであっても、その日その日で１０名のときもあれば、二十二、

三名のときもあるということで、その月の状況の平均を見て子どもの受け入れをしてい

るところでございますので、定員が２０名だから登録は２０名ということではなく、そ

の状況を担当が判断をして受け入れしていきましょうということで受け入れをしており

ますので、考え方としてはその基準の面積をうまく利用しながら運営をしているところ

でございます。 

   それから、移行期間が５年ということであります。この条例の規定では５年とうたっ

ているのは、要は、指導員の資格で平成３１年３月３１日までに見込まれるものという

ふうに置きかえるという経過措置がございます。そういった部分で５年という縛りがあ

るわけですけども、この新制度においてはほとんどが５年の経過措置というのが所々に

設けられておるわけですけども、この移行の期間というのは、制度上の移行は２７年度

から移行するわけですけども、そういった受け入れ態勢の整備については、今後計画と

しては４年間で何とか受け入れ態勢の充実を図っていきたいというふうに思っておりま

す。 

   以上であります。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   ここで、１０分間休憩とします。 

                             休憩 午前１１時１７分 

─────────────── 

                             再開 午前１１時２７分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開します。 
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   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） この９条の基準の関係については、先ほどの質疑答弁の中で一定明

らかにされてまいりました。私はそういうことも必要ですが、要は、幸田町が学童保育

で答弁によれば基本的には中央と荻谷が若干クリアしてるかなと、あとはこれからです

よということと同時に、町長自身も施政方針なのか、所信表明なのかよくわかりません

が、その中で６小学校区に児童館の建設と、こういうものを打ち出しておられます。そ

うしますと、要はこれからこういう基準をどういうふうにクリアしていくのか、その基

準のクリアというのは一人当たり１.６５という国の基準ということよりも、先ほども

答弁がありましたように現行基準、幸田町の基準と言えるかどうかはともかくとしまし

て、深溝小学校区の学童の関係からは２.１８だと。これが最低であとは一人当たり３

平米という形でいきますと、やっぱり低きに合わせるんではなくて、要は、幸田町の現

在の基準、一人３平米というものを基準にしながら、これから学童保育をどういうふう

に充実をしていくかと、これは町長に答弁をいただかんとまずいなというふうに思うわ

けですが、６小学校区に学童保育ということを言われた、児童館ということも含めてで

す。児童館ということも含めて政策として打ち出されております。そうしたときに、こ

の基準をクリアする、こういうものをつくっていく、そういうことだというふうに私は

理解をするわけですが、そういう理解でよろしいですか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 私の所信表明という形で出させていただいておりますけれども、

現在、今３地域には児童館があるわけでありますけれども、全町的な幸田町は子育てが

二十歳から４０ぐらいの女性が多く子育てしやすいまちということで、人がふえるとい

うことに甘んじてはいけないので、その対応をどうするかということでマニフェストと

言いますか、所信表明で申し上げたところであります。 

   こういうことの基準、一人当たりが何平米という基準というのはあるわけですけども、

それは最低限の基準であるということだと思います。先ほど部長が申し上げたものでも、

一人当たり４.３５だとか４.５０というようなところもあるわけでありまして、さらに

全体的な児童館とか子育て支援のための施設については、よく検討してまいりたいとい

うふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 私がお伺いしたのは、全学区に児童館、児童館だ学童保育だという

ところで、それは余りやぶの中に入っていくような議論はしたくないというふうには。

要は、児童館という町長の中で一くくりしていくという形の間隔で私はものを申し上げ

ておるわけですが、要は、そういう児童館が少なくとも現状の幸田町の基準と言うかえ

えかはともかくとして、今最低一人当たり３平米ですよと。そうしたときに、その学区

における児童館の面積というのもかなり流動性が出てくる。流動性があるけれども、ど

こにもたれた基準で持って今後整備をしていくか。これは最低基準ですよといったとき

に、最低の基準は幾つなのかという問題も出てきます。そうしたことについて私は町長

の答弁がいただきたい。 
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○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 一人当たりが云々と言うよりも、子どもたちが安全・安心で過ご

せるような環境を整えていく、それが第一条件だというふうに思っておりますので、今

後、各小学校区には児童館と、それと子育てするのに子どもたちが集うような施設とい

うことを考えてまいりたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 次に、１０条第２項ということで、これは放課後児童支援員及び補

助員という形の中で規定をされる内容であります。１０条の２項については、支援の単

位ごとに２人以上ということに書いてあります。この支援の単位というのは何を指して

おられる。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 支援の単位ということでございますが、それぞれの児童

クラブを１つの支援の単位ということでありますので、９つの支援の単位ということで

ございます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） それは一つのクラブの施設を１つの支援単位だよという形でいきま

す。そうしますと２人以上という形になっておりますよね。２人以上といったときに、

そこにおける施設の面積、あるいは保育を対象とする子どもたちの人数、これは流動性

はあるにしても、流動性があるから支援員も流動性があるよということになりますと、

これは安定した内容にはならないという形に中で、この１単位の支援の単位ごとに２人

以上というものが先ほどもちょこっとふれられた、私の理解がいいのかどうか。これは

資格を持った指導員及びそれを補佐するような補助員という形になるのか、それとも、

全部資格を持った指導員という形の理解なのかどうなのか答弁を求めます。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） ２人以上ということで、そのうちの補助員ということで

ありますので、例えば、補助員が入る場合には必ず支援員とセットということで、補助

員のみの運営はございませんということですので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 次に、１４条の関係で、この運用規定の関係は資料として要求はし

ましたが資料として出ておりません。現状どういう状況なのか、まず答弁を求めます。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 大変申しわけございません。この運営規定については、

まだ現在検討中ということでございませんので、提出のほうは見送らせていただきまし

た。現状としては、児童クラブの運営要綱及び国の示す児童クラブガイドライン、これ

に基づいて現在の児童クラブを運営しているところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 条例をつくられたという形で、一つは、今回こういう形で条例の新

たな制定という点でいけば、学童保育というものが制度化して、それがきちっとした一

条の内容の基準が定められたという点でいけば私は評価をしたい。その運用の中の基準
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はこれからということですが、要は、ここにあるように運用の規定の関係から言えば骨

格を成しますよね。１４条の関係から（１）から（１１）までの関係で、どう具体的に

それを規定していくかというのは、私はこの事業の骨格をなすというふうに思うわけ。

それは施設の運営基準、それから保育の必要性、さらには認定基準、それから保育料の

徴収基準、こういうものもそれぞれ自治体ごとに決めていきますよね。そういうことも

含めていく中で、１つは先ほどちょこっと出ましたが定員の問題と、もう１つは定員割

れという形ではなくて、要は、定員を超えた詰め込みをするということでいきますと、

私は、それは求められりゃしょうがないじゃないかということ、それは一面苦肉の策と

してはあるけれども、定員の設定の仕方の問題と、それから詰め込みをしていくような

そういうような状況が恒常化してくときに、その定員は何なのかというものも私はこの

運用規定の中ではきちっと設けていかなくてはいかんだろうというふうに思います。 

   それから、もう１つは、これは最後の１１ですかな。そのほか事業の運営に関する重

要事項、こういうのがございます。この解釈の関係ですが、ここには企業の参入も認め

るよという規定の中、重要事項ということですから、これはあるのかどうなのか。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） まず、利用定員等のお話がございました。これについて

は、その利用定員の考え方、そういった部分もこの運用規定で定めていきたいと思いま

す。現状は、実際に児童クラブに参加する児童を想定しての受け入れを今しております

のでそういった形の表現にはなるかと思いますけども、そういった部分は表現していき

たいと思います。 

   それから、重要事項という部分については民間参入というお話があったわけですけど

も、今の検討段階ではそういった部分についてこの運用規定でうたっていくかどうかと

いうのは定めておりませんけども、民間が入るにしても、この運営規定をもとにしっか

り運営をしていただくように指導はしてまいりたいと思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 特に定員の関係でも一応設けるけれども、要は、先ほど申し上げた

ように定員超過が恒常的に続くというような形でいきますと、それは詰め込みという形

になります。したがって、私は定員の捉え方の問題、ただ定員を柔軟性にやってくとい

ったときは、今度は基準面積が下がってくるということが裏腹な問題として出てくると

いうことですから、私は定員を超えた詰め込みが恒常的になるような定員の設定の仕方、

これはやっぱり根本的に改めていただきたい。これからの問題にしましてもそういうこ

とであるということと、もう１つは、民間参入の関係で今のところ予定はないだろう、

ないだろうと思いますけれども、この規定の中で一定枠をはめていかないと、いざ出て

きたときにざーっとどたばたでいくと、泥縄でつくっていくとろくなことはないという

ことですから、１つは給付費の問題。給付費については使途の制限をつけなきゃいかん。

給付費やったらあとは御自由に企業の関係でお使いくださいよという形でやっていくと

いうのはやっぱり非常にまずいと。この運用基準の中で使途を制限をすること、あるい

は保育料の関係から上乗せはしちゃいかんよと。保育料の関係から上乗せやら実費徴収

については、これは認めないよということの枠をはめてかないと、企業が参入したらど
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んどんどんどんやりたい放題やってくとは言いませんが、規定になければ事業者が保護

者に負担をかけるということもできるわけだ。そういう点からいけば、この運用の関係

はよほどきちっとした取り組みを規定の中にしていかないと私は穴が開いていくという

ふうに思うわけですが、そういうこれからの問題ですからどうにでもできるという言い

方は適切かどうか知りませんが、私はこれからおつくりになるということであれば、そ

ういうことも含めてきちっとした内部協議と担当委員会との調整をきちっとやっていた

だきたいというふうに思うわけ。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 運営規定の今後について御意見をいただきました。るる

参考にさせていただきながら、近隣の状況も勘案して検討していきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 保育園と学童保育、児童クラブの関係の保育時間の差については先

ほどから言われました。ただ、そうしたときに８時間、３時間、１０時間、５時間とい

う一つの枠の中で差があることは事実です。そうしたときにどうするかという点でいけ

ば、この関係は国ほうからそうわーわーわーわー言っとらんですよね。要は、それぞれ

の自治体が自治体の状況に応じて基準をつくりなさいよ、条例制定しなさいよという規

定なんです。ですから、自治体によってはかなり先進的な内容もあるし、がちがちのと

ころもある。しかしそれは、それぞれの自治体におかれている状況と住民や、あるいは

保護者や子どもたちの状況を勘案をして柔軟に運営してる。ただ柔軟に運営をしようと

いったときには、一定の柔軟な幅が取れるようなそういう規定をしてかないと、私は柔

軟的に運用したいけども規定がこうですからできませんよというのは、私は自分で自分

の手足を縛っていくという点からいけば、私は裁量の幅という言い方が適切かどうか。

柔軟に対応できるだけの規定は設けていかないとがちがちではあかんですよということ

ですから、これからの問題も含めて、今後こういう形の中でどう運用規定をつくりなが

ら、子どもたちやら、あるいは保護者の要求、要望に応えていくような事業運営をされ

るかどうか、この辺についての考え方の基本を聞かせていただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（桐戸博康君） 児童クラブの開所時間８時間、３時間というのは、以上

という規定でございます。したがいまして、現状の１０時間、５時間はそのままキープ

はしてまいります。そういった柔軟な対応を運用規定でということでございます。そう

いった部分も十分考慮に入れながら、規定のほうは検討してまいりたいと思っておりま

す。 

   それと、大変申しわけございません。先ほど丸山議員の質問の答弁の中で、５歳児の、

今度小学校に入る人数３５名と申し上げました。１８名で訂正をお願いいたします。 

   以上であります。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、第４７号議案の質疑を打ち切ります。 

   ここで、途中ではありますが、昼食のため休憩といたします。 
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   午後は、１時より会議を開きます。 

                             休憩 午前１１時４３分 

─────────────── 

                             再開 午後 １時００分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開します。 

   次に、第４８号議案の質疑を行います。 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今回の改正は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進という観点か

ら、父子家庭を対象に加えるというものでありますけれども、幸田町におきまして父子

家庭の対象者数と、それから、今回新たに加えられました中国残留邦人等の対象、これ

について数をお答えいただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 今回、母子家庭医療の関係の条例改正の中でお願いをして

おりますのは、引用しております法律名、これの改正と合わせて今まで条例に定めてあ

ったものが、実は今回の法律改正の中でその定義がされたということで、それを引用さ

せていただくというものでございます。 

   お尋ねの父子家庭につきまして、平成２６年８月現在で５件でございます。ちなみに

受給者の総世帯数２６８世帯あるわけですが、そのうちの５世帯が父子家庭ということ

であります。中国残留邦人等に関しますこの法律の改正によりますものについては、い

わゆる中国残留邦人等に対する支援給付制度の対象者を除きますよという条例であるわ

けですが、その制度、平成２０年４月に実は設けてあるようでございますけれども、本

町においては、その対応する中国残留邦人等の方についてお見えにならないということ

で、現在のところ該当者はいないということでありますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第４８号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第４９号議案の質疑を行います。 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 同じく中国残留邦人等の定義についての法律改正に伴う幸田町心

身障害者医療費助成に関する条例の一部改正でありますけれども、この対象人数と合わ

せて、また中国残留邦人等の対象者についてお答えがいただきたいというふうに思いま

す。 

   それから、いずれもこれは国の法律改正に基づくものでありますけれども、幸田町に

おいての中国残留邦人等は対象者としてあるかどうか、その点も合わせてお答えがいた

だきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（鈴木 司君） 心身障害者医療の関係の条例改正の中で、まず対象者の方
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ですけれども、身体障害者であるとか知的障害者等々の関係の方が対象になるわけです

が、平成２６年８月末現在で７７４名の方がこの医療の対象になっております。先ほど

の中国残留邦人の関係につきましては、先ほどの母子家庭医療のほうでもお話をしまし

たように、この制度の関係でその支援の制度ができた平成２０年４月以降、対象がない

ということは基本的にいないということ。幸田町には中国残留邦人の方はお見えになら

ないということで県のほうから伺っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   以上で、第４９号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５０号議案の質疑を行います。 

   ５番、中根久治君の質疑を許します。 

   ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 幸田町不燃物処理場の設置及び管理に関する条例の廃止について。

今回出ておる条例についてとやかく言うもんではございませんで、ここでは条例の廃止

のことではなくて、施設の廃止についての地方自治法との整合性についてお聞きしたい

と思います。 

   まずは、町民の税金でつくった施設は、ときの行政の判断で勝手に廃止できるもんじ

ゃないと、そのように思います。基本的な質問ですが、町はみずから設置した施設を廃

止するにはどんな手続が必要なのか。そこからまずお伺いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 条例に定められた施設を廃止する場合には、議会の御同意

をいただくということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 議会の同意が必要な施設というのは一体どの範囲を言うのか。条例

で定められたというふうな今答弁がございましたが、その条例で定めた施設というのは

具体的にどういうものを指すのかお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 議会の同意が必要な施設としましては、地方自治法第２４

４条の２の規定に基づいた施設であります。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） そうしますと、逆川にある不燃物処理場というのは、地方自治法２

４４条の２の規定によってつくられておる施設ですから、当然、廃止するに至っては議

会の同意が必要であると、そういう認識かと思いますが、それが今までそういうことが

されてきたかどうかの問題でございまして、この不燃物処理場は平成１８年に休止して

おりまして、２１年に廃止となりました。確認ですが、このときの廃止手続というのは

どのようにされましたか。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 平成２１年８月３１日付で、愛知県知事に廃棄物の処理及

び清掃に関する法律第９条第３項の規定により廃止の届け出をしたのみでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 
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○５番（中根久治君） このことは、実は３月の中でも私のほうが質問をしまして、そのと

きの答弁でも同じようなことで議会の同意は得ておりませんと、県のほうに廃止届を出

しましたという答弁でした。議会同意なしにこういうふうに公の施設が廃止されていく

と、これは大きな問題だろうなというふうに私は思うんです。県の指導があったからと

かそういう問題じゃなくて、議会の同意なんです。まるで土俵の違う話でございますの

で、これは議会軽視と言うか、議会無視と言うか、議会飛ばしと言うか、そういった問

題で、地方自治法に違反するのは明らかなことでございます。３月のときにこの問題を

聞きましたら、廃止の手続を進めていきますよという答弁をいただきました。今回そう

いった手続上のものが出てきまして、２本出てますね。１本はこの条例を廃止すると、

こういうのを今やってます。その後も補正予算の中で撤去作業についての予算をつける、

この作業もやってます。ところが、肝心のこの施設を廃止することに対して議会の同意

を得るという過程を飛ばしておる。なぜここで飛ばしたのかということについてお願い

します。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 議員のおっしゃるとおりでございます。本来でしたら、平

成２１年８月３１日を施行日とした条例廃止を行うべきでございました。したがって、

２１年８月３１日以前の議会で行うべきでございました。遅きに失したと言うか、と考

えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） そこのところがいわゆる議会飛ばし、議会無視だというふうに私は

思うんです。私、議員になりましてまだ日が浅いんですけども、こういう問題に直面し

たのはもうこれで３回目なんです。実にいろんなところで「あ、議会の同意とか、議会

は今審議中なのにな。」と、そんなような部分があります。ことしで言いますと、例を

出していかんですが、ことしの６月に例の消火器の問題が議会に出ておりましたね。６

月の真っ最中です。消火器の条例を変えますよという話をやっとるときに、商工会議所

の幸田町商工会の案内を見ておりますと、既にその話はとっくに決まったものだとして

商工案内の中に載っておりまして、「あれ、今審議してる最中なのにな。」というよう

な状況がございます。これは、こういった問題というのは本当に議会を通さなきゃいけ

ない問題は通さなきゃいかんですよ。誤りを正すのに遅いということがあるかもしれま

せんが、なしでそのままいこうとするその姿勢もまた悪いような気がしますので、この

まま議会飛ばしでいってしまうのかどうかについて再度答弁をお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） なしでいくというつもりではございません。先ほど申し上

げましたとおり、遅きに失したという考え方で今回提案をさせていただいておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 今回の提案をいただいておるのは何かというと、１つ目は、条例を

廃止するための条例を今審議してますよね。もう１つは、補正予算の中で施設そのもの

を撤去する予算をつけるかつけないか、その審議です。その施設そのもの、不燃物処理
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場を地方自治法２４４条の２項にも規定によってつくりますよと、そう条例にしたんだ、

決めたものを、それを廃止する場合には議会の３分の２だけの同意が要るんだと、ここ

の部分が飛ばされておる。これを飛ばしてしまうことは、もうずっとこれは議会の同意

部分を飛ばしたことになるわけですから、これは遅きに失したわけじゃないんです。い

つでも今でもやればいいことだし、またいろんなやり方もあると思いますので、そこの

部分を今提案しとりますということは、今提案されているような私は認識を持っており

ませんが、私の認識が間違っておったら正していただきたいと思っております。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 廃止条例が施設の廃止というふうに考えておりますので、

本来でしたら先ほど申し上げましたとおり、平成２１年８月３１日に本来は現実には廃

止をしておった段階でそれ以前の議会で８月３１日を施行日とする条例の廃止、これを

御提案申し上げます。それが合わせて条例の廃止は施設の廃止という考え方。これは建

物があるないではございません。その公の施設としての機能をなくしたときということ

でございますので、これは同一のものと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ほかの市まちの例を見てみますと、こんなふうに大事な施設はこれ

は議会の同意を得ないかんぞと、そういうものなんだよということをちゃんと条例でう

たっておりますよね。重要な施設にかかわる条例というのがあるわけですから、そうい

ったものを幸田町は用意してない。だから、古くなったからやめちまえよと、そういう

形ですんなりと平成２１年を通してしまうと。ここの部分が一番問題なんです。ですか

ら、お互いにこれは行政のほうもそうなんですが、そういう意識を持ってないと。です

から、この施設については、これは必ず議会の同意が必要なんだと、そういうものを条

例化しておくこと、これは他の市まちがやっておりますよね。そういう条例をきちっと

出していくことが今回の反省になると思いますが、そういうものの必要性についてお願

いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 議員がおっしゃるとおり、本町につきましては重要な公の

施設に関する条例、これを定めておりません。整理はされておるんですけども条例化さ

れてないというような状況でございますので、今後検討させていただきたいというふう

に思います。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） まさにそのとおりで、いろんな施設をこれからつくっていきますね。

改築の場合とは違うし、移設の場合とも違う。やめてしまうわけですから、そういった

場合はこれはいいんだと、これは別に議会の同意をする必要はない、でもこれとこれは

違うんだぞということをきちっとしていかないと、こういった議会に対する条例の出し

方が遅かったという部分ができてしまいますので、そういうことのないようにぜひやっ

てもらいたいというふうに思っております。 

   なぜ２１年に廃止できなかったかということの理由をお聞きしようと思っておるんで
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すが、お答えが難しいかと思いますが一言お願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 非常に私から言いにくいですけれども、恐らく施設解体が

施設の廃止というような考え方できておったのではないかというふうに思っております。

したがって、本来でしたらその機能を失ったとき、稼働をしなかったときが廃止である

わけですけども、そこら辺の考え方の違いがあったのかなというふうに考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 最初にも言いましたように、町はとにかく町民の税金を使っていろ

んな大きな施設をつくってくわけですよね。つくっていく中で、もうやめてしまおうと

いうときに突然町民の誰も知らない、だから廃止になりましたよと、議会にも通さない

で廃止になりましたよ、これで通るような状態をもう二度とやってはいかん。ですから、

そのための歯どめをぜひ条例化しておいていただきたいと思いまして今回の質問をしま

したので、その歯どめの条例その他をつくってもらえることを約束いただいて終わりた

いと思いますが、お願いします。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 公の施設に関します廃止時のそうした決め事という御質問でご

ざいます。どうしても新たに設置をいたします公の施設につきましては、今回の不燃物

処理場のように設置と管理の仕方については、条例として御提案をさせていただいてお

るところであります。それが規定という形でもう少し詳しくその管理の仕方についてを

うたっておるところでございます。公の施設に全ての建物、公共施設と言われるものが

該当するか否かという見解もありますけれども、今回の不燃物処理場につきましては公

の施設ということでございますので、その廃止時には議会の御同意をいただくという、

これはもう自治法の定めでございますので、今回その定めに沿って廃止する条例を提案

をさせていただいたということで、あらかじめこういう公の施設をつくったときに廃止

をするという前提で最初から一本の条例を持つということにつきましては、個々新しい

施設ができるごとに今までも設置及び管理する条例、こうした形で御審議を頂戴してお

ったところでございますので、また今後一つ検討はさせていただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 公の施設というのがそういった建物に限定せずに、公園も含めてい

ろんなものがこれからできたり消えたりしていくわけです、当然まちが発展すれば。突

然あそこの公園が消えたぞと、そういうことのないようにするにはそういったものがき

ちっとしておる、そこが大事かと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

して質問を終わります。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） おっしゃる意味はよくわかります。公共施設にもいろいろな分

け方と言いますか、定義もございますので、そうしたものも含めまして改めて検討させ

ていただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根久治君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 
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   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） この逆川の不燃物処理場が休止をし、そして県知事に廃止の届け

出を出した。その後のことでありますけれども、あの施設が朽ち果てる、放置をしてき

た町の責任というのは、これは問われてしかるべきだというふうに思うわけであります

が、しかしながら、あそこの土地、施設について言えばさわらないほうがいいというよ

うなことも言われてきた経過もあるわけでございますが、今回ようやく廃止をし、そし

て施設を解体をすると。補正予算で３,０００万円の処理費用が計上されておりますが、

あの施設跡地の今後の活用、それから、地元対応、説明、これについてはどのように今

されているのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 跡地の利用に関してでございますけども、こちらにつきま

しては、建設時地元承諾をいただく際、逆川区長様より条件を出されておりまして、そ

れによりますと処理移転、または廃止された場合の跡地は逆川区民の要望する施設に使

用されたいこと、これをよく検討してくれという条件がされております。したがいまし

て、今後、庁内でよく検討しながら地元とも調整をさせていただきたいというふうに考

えております。 

   それと、もう１点の御質問は、これは工事に関する説明ということでよろしいでしょ

うか。今のことでよろしかったですか。 

○13番（丸山千代子君） 地元対応。 

○環境経済部長（清水 宏君） 地元対応は工事に対する。 

○13番（丸山千代子君） どうなってるのか。 

○環境経済部長（清水 宏君） こちらにつきましては、地元の方に御心配をおかけしない

ように、補正予算をお認めいただいた段階それ以後に業者を選定いたします。その段階

で工事着手前に関係区長様方に御説明にまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 補正予算可決後に地元に対しては説明をするということでありま

すが、そもそもあの施設を放置をしてきた経過というのは、地元対応がなかなか困難を

きわめるというようないろんな問題が出てきていた、そうした経過のもとで５年間放置

をしてきた、こういうことですよね。それが今度、補正予算で計上して可決した後に地

元説明をする。これではやはり解体をする前に私はやっぱり地元の意見聴取、説明、こ

れをすべきではないのかなというふうに思うわけでありますが、そのことはされてこな

いで事後承諾という形の中で進められているんでしょうかということでありますが、そ

れについて伺いたいと思います。 

   それから、今後の活用につきましては、昭和５３年５月稼働のときの区民との要望を

盛り込むような条件が附されているということであります。その条件等につきましては、

これは覚書を交わされているのか、それともどういう内容が交わされたか、それについ

ても説明をいただきたいということと、今後の活用はその後にしたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いします。 
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○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） まず、経過の段の解体前ということでございますけども、

当然、解体前に御心配のないように御説明を申し上げます。 

   それと、要望の件でございますけども、こちらにつきましては昭和５２年９月６日付

の不燃物処理場建設についての承諾書でございます。地元区の承諾書でございます。こ

ちらについて先ほど申し上げましたとおり、跡地については御配慮くださいという内容

になっておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 解体処理については、地元ではこれはまだ周知がされていないと

いうか、解体をするよという暗黙の、事前に了解ということはまだされていないわけで

すね、地元では。それとも、もう既にその説明に入って、そして、その解体処理費用を

計上をしてきたのか。この確認をしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 補正予算を可決、承認いただいた後に御説明にあがるとい

うつもりでございましたので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） とかくあそこの進入路から入っていくあの土地につきましては、

いろんなことが言われているわけであります。それが解体の計画があるにもかかわらず

住民に打診もせず、そしていきなり解体をするよという補正が上がって、その後に説明

はするというのでは後々問題が起こらないかということを懸念するわけでありますが、

その点については十分対応できるということなのでしょうか。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 解体の方法ですとか、その安全性、合わせて進入路の問題、

跡地利用の今後の協議、それらを含めて地元とお話をさせていただきたいというふうに

思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 私が言っているのは、解体をする前に、町ではこのように廃止を

した施設であるから解体をしたいと。それに当たって地元の方たちの意見や要望、そう

いうものに対しての了解はとっていないということでありますので、その辺のところ事

後承諾という形になってしまうわけであります。ですから、後々そのことで問題となら

ないようになるかという心配であるわけです。既にもう５年も経過し、その前に議会で

も何度も指摘をされてきた施設でありますので、そうした放置をしてきた責任というの

は町にあるわけですから、その辺のところをきちっと対応していっていただきたいとい

うふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 議員おっしゃるとおり、後々に問題が発生しないようにい

ろんなところを整理し、また、放置期間が５年経過というようなこともおわびしつつ御

説明申し上げたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 
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   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 撤去の時期というのを通告したというのは、後手後手というよりも

地元にとっては「おお、何だい」と。こういうことなんで、そうしたときに撤去の時期

が先にありきという形で事が進んできたことは事実ですよね。補正予算にも必要な経費

を上げてきたという点からいくと、いわゆるボタンのかけ間違いだよというレベルの話

ではない。何事かと言うと、そうすると地元との関係がと言いながら、これがつくられ

たときの経過も含めていくならば、私は撤去の時期やら予算の関係が事務レベルで検討

された段階で、なぜ話がされてなかったのかという点がやっぱり落ち度としてはきちっ

と見ていく必要があろうと。事態はこうなって議会に条例廃止が出ちゃったよと。補正

予算の計上しちゃったよと。どうするのかという点からいくと、その問題を議会がフォ

ローしてくなんていうばかなことはないわけなんで、あなた方に予算の執行権、編成権

があり、条例の提案、廃止の関係も含めてあなた方が全て持ってるわけだ。そうしたと

きに問題点が指摘をされる。指摘をされてからごめんねということ自身が行政不信を招

くと。特に、ここの関係についてはいろいろ後日またいろんなことが出てくるわけです

が、今の段階で聞くならば、話はちょっと逆さまじゃないかと。何を考えておるのかと

いうのが１点あります。ですから、あなたの言われたこれから議会が通って、予算も通

り、条例も可決される、その後に地元との調整をしますよということですが、その撤去

の時期というのはどういうふうに考えておるのかということなんです。まずその点から。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 撤去の時期につきましては、予算可決いただいた後に発注

手続に入ります。その後、２７年３月末を目途に工期を設定していきたいというふうに

考えております。当然、その前に発注前にまずお話をし、業者が決まったときについて

はまた詳細な計画について地元にお話をさせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなた方自身の感覚的には非常にまずいなというふうに率直に申し

上げる。結局、議会が通って、それからやおら地元のほうに行って話をする。地元のほ

うがうんと言わんかったら予算はどうなるんだというのは懸念として出てくるというこ

とと、もう１つは、そこの地域の特性というものも考えていく。それから、今からずっ

とやってくと冬場から春先にかけてしか、年度末ぎりぎりということになってきたとき

に、そこの地形やら季節的な要因はどういうふうに考えておるのかと。どういうふうに

お考えですか。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 工事施工中でのことを御心配いただいておるかと思います

けども、こちらにつきましては、それなりの防除と申しますか、工法を採用していきま

すもんですから、周りの方には御迷惑をおかけしないつもりでおります。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 
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○14番（伊藤宗次君） それは工法の問題で、地形的な問題、季節の特性というものについ

てはどうお考えかということをお聞きした。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 特性、いわゆる地形、風向ですとか、そういうことかとい

うふうに理解をしておりますけども、これにつきましても、それ相当の工法にて対応す

るというつもりでおりますので、よろしくお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） そんなの当たり前のことじゃないか。当たり前のことを当たり前の

ように聞いとって答弁されちゃったら何ともならへんわけだ。地域の特性を生かして季

節の風の風向も考慮してと。そういうのを考慮するというのは具体的には何なのかと。

何を指すのかということなんです。あなたが禅問答をやっとってもしょうがないわけな

んで、要は、ここは一つの山の中の頂上部分というふうな理解ということと、幸田町は

一時期を除けば年から年中北西の風が強く吹くのが地域の特性と。特に、これから秋か

ら春先にかけては北西の風が吹いてくる。北西の風が吹いてきたときに、その地形から

いくとこの位置というのはみんな風上ですよね。風下には深溝がある。そうしたときに、

幾ら飛散防止をやって丸っきり囲っちゃって風が通らないということなら、それは相当

頑丈なものをつくらないと・・・。一定、目の細かいメッシュ状のシートをかぶせて、

中で飛散防止で水かけをやるだろうとは思いますけど、噴霧状の水をかけて飛散防止と

いう形になるけれども、そういう工法を含めて地元にきちっとやってかないと、またあ

なたの言うように「地域の特性をちゃんと考慮しまして、季節風が吹きますが飛散防止

でやってきますよ。」と言や、そんなものは今までの経過を含めてそんな今の町政その

ものが信用されとりゃへんだもん。また口先だけと。それで済んじゃってからごめんな

さいねという形では、やっぱりこの施設の関係から含めていくと難しいでしょうと。で

すから、私はその時期というのはもっと率直に言うならば、年度末、年度内という形で

対応できなければ、これは流す。予算を流してまた新たに３月の議会で翌年度の新年度

予算に必要な予算を計上する。繰越だとかなんとかという面倒くさいことをやらなくて、

やっぱり私はそのぐらいの腹づもりで地元対応をしなかったら、「もう予算執行がぎり

ぎりでですね、ここは一つ頼むわ、頼むわ。」という形でいけるかどうかどうかという

点での懸念というものが出てくる。私は、そうした点から含めていくならば、必要によ

ってはあなた方の手落ちなんで予算の強行執行というようなことはせえへんとは思いま

すけれども、見通しがなければ予算を流し未執行にする。そして、新たな年度で予算を

計上して組み立てをしていく。地元との話の継続は、これはずっと継続してかないかん

わけなんでね。私はそういうことも視野に入れた形でやっていくべきだろうなというこ

とを私なりに考えている。 

   それともう１つは、問題はどうやって処理するのかと。あとは請け負った業者が考え

りゃいいんだよということですが、ただ、そうしたときにそれは解体したやつはほかに

害を及ぼさないように業者責任で自分のところで自家処理するでしょう。といったとき

に、ただそこが土地にそうしたダイオキシンを含めた問題が残っていくわけです。もっ

と極端なことを言うたら地下汚染もあるだろうと、土壌汚染もあるだろう。そういう問



- 42 -

題についてはどういうふうな対処をされるのか。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 確かに、伊藤議員、丸山議員御指摘いただきましたとおり、

順番が若干おくれておるということは深く反省しております。しかしながら、こちらの

ほうにつきましては、やっぱり予算承認いただきましたら地元に丁寧に御説明申し上げ

て、御理解いただいてやっていくという方針で臨みたいというふうに考えております。 

   それと、廃棄物の件でございますけども、こちらにつきましては、いわゆる焼却炉内

に含まれますダイオキシン、それから、スレートに含まれますアスベスト、こちらの２

点が主なものかというふうに思っております。ダイオキシンの処理につきましては、こ

れは特定産業廃棄物でございます。こちらは非常に厳重な処理をしなければならないと

いうことは法律で決まっておりますものですから、それなりの処理業者へ排出責任を持

って処理をさせます。それとアスベストにつきましても、こちらは既に以前検査したと

ころ非飛散性という、いわゆる飛んでいかない、割ってまかなければ飛んでいかないよ

というアスベストになっておりますものですから、ただ、それについても囲いをつくっ

て散水をしてというような措置はとってまいりますけれども、そういう形で仕事を進め

ていきたいというふうに考えておりますが、それから、重なりますが地元にはそのよう

な工法ですとか、そういうものを丁寧に御説明を申し上げていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） アスベストの関係は飛散防止ということは当然ですが、ダイオキシ

ンでも、これは結果的にはこそげてかないかんわけですよね。施設も炉そのものを解体

するわけです。あのままそっくり持っていくわけじゃない。行って解体して、車で搬出

をできるような形となると、施設の中のいわゆるダイオキシンのごろごろって、一定か

いちゃったもんな。知らんどる間にかっかっかーとかいちゃって、いつの間にか持って

いっちゃったわけなんで、前なんかごぼごぼだったやつが前に行ったらきれいにしちゃ

った、いつやっただって、知らん。口ごもっちゃって。そういう経過があってやられた

ものですから、アスベストについては皆さんもそれは飛散防止という形でやる。ただ、

ダイオキシンの関係はそういう形でどうやられるのかなというのが一つは考えどころだ

なというふうに思っております。 

   それともう１つは、私は一番嫌いな言葉が丁寧にという。自民党がしょっちゅう言う

わな。何か問題があったら丁寧に説明、丁寧って言いながら何も丁寧にやっとらへん。

要は、その場をどうやってごまかしていくかという言葉が丁寧にということであります。

そうした内容も含めて、要は、今これからやっていこうというときに手落ちというのは、

また今度は許される問題ではない。それはもうさんざん皆さんから言われてきたという

ことと、もう１つは、ここの中で当時の町長が、「ここは最終的にはこの施設を生かし

ながら、南東の崖地でそこを幸田町が買って廃棄物の埋め立て処分場にするよ。」と言

って、一定面積を買いましたよね。これは今、当時余り借地ということは言われんかっ

たけど、ともかくどの道廃棄物の処分場だよという形ですから、多分、町有地でお買い

になったと思います。今これはどれだけの面積があって、どういうふうになってるのか
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と。いわゆる地目は山林だろうと思うけど山林だけなのか。要は、地積と地目と今後ど

うかするのかという点で答弁がいただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） まず、解体工事です。ダイオキシンの解体工事の工法でご

ざいますけども、これは現場のほうを密閉、いわゆる焼却炉棟と作業ヤード、ここを密

閉します。密閉して負圧集じん機をかけます。それで、その後、負圧集じん機を動かし

ながら湿潤、いわゆる湿らせてから洗浄を行います。洗浄水につきましては、現状から

出ないように中で集水をします。その集水した水を今度いわゆる汚泥化をして、汚泥化

したものを固体としまして、それを特定産業廃棄物として処理場のほうへ運搬するとい

うことでございます。 

   それと、周りの環境の件でございますけども、こちらについても私ども心配でありま

したもんですから、既に土壌調査、こちらのほうは発注をしております。まだ結果は出

てきておりませんけども、その結果を含めた形で地元には丁寧と言うと怒られちゃいま

すんで、慎重にお話をしていきたいというふうに考えています。 

   それと２点目、土地の件でございます。 

   こちらにつきましては、全体で先ほど議員言われたとおり山田がほとんどではござい

ますけども、８,４８５平方メートル、こちらが町有地となっております。地目といた

しましては、雑種地、山林、田、公衆用道路、こちらになっております。うち２,１０

２平方メートルがいわゆる処理場の敷地でございますので、６,２００平方メートルほ

どがいわゆる山沢という形になっております。現況もそのとおりになってます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、第５０号議案の質疑を打ち切ります。 

   ここで、途中ではありますが１０分間休憩とします。 

                             休憩 午後 １時４５分 

─────────────── 

                             再開 午後 １時５５分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開します。 

   次に、第５１号議案の質疑を行います。 

   ５番、中根久治君の質疑を許します。 

   ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） この不燃物処理場の問題でございますが、これは本当、清水部長の

並々ならぬ努力と町長の結団によってやっと今回動いたと、５年目にして動いたと。こ

れはすごいことだなというふうに私としては地元もきっと歓迎しているんだろうという

ふうに思っております。深溝というところは、昭和３８年から５０年以上もいわゆるし

尿処理場として幸田町のし尿処理のお世話をさせていただいておりますし、今話が出て

おります不燃物処理場も昭和５３年からもう３０年近く、二十八、九年ずっとそこで処

理を続けておったわけですから、そういったもので幸田町の汚れ物やごみについては、

一切深溝のほうで引き受けていたということがございます。一切というと叱られますが、

そんなようなもんですね。特に、この不燃物処理場に当たっては、計画当初はいろんな
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地区が予定されておりました、候補地として。例えば、桐山が第一候補で、２番目が荻

と西深溝で３番目が坂崎で、いろんな地区が予定されとったわけですが、どうしてもイ

メージが余りウェルカムな状態じゃないもんですから、最終的には逆川地区と言うんで

すか、市場地区がこれをお引き受けしようじゃないかということで引き受けたという経

緯があると思います。そこで、今回その解体撤去に当たって３０年近く協力をいただい

た西深溝、逆川の地域の皆さんに感謝すべきであるなというふうに私は思いまして、町

がそのような気持ちを持ってこの解体撤去工事を進めていただけるとありがたいな思い

ます。 

   既に前の議員のほうから質問がありましたので、そこのところを飛ばしながら聞いて

まいりますが、撤去物に対する有害物質の調査、もう今発注されておるというふうに聞

きました。結果はまだ出てないと。ひょっとしたらその結果によっては、もっと重大な

状態が起きておって、こんな３,０００万円の予算じゃできんかもしれん。これはもっ

と大事なえらいことになっとる。地下５０センチのところにえらいことになっとるとい

うことがもし起きとれば大変だと思いますので、どんなような調査を誰に委託して、い

つ結果が出そうか。その辺についてお願いをします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 環境調査でございますけども、工期といたしましては平成

２６年９月２日から平成２６年１０月１７日までということでやっております。 

   分析項目でございますけども、カドミウム、ロッカクロム、シアン、水銀ですとか、

そういういわゆるダイオキシンを含めてでございますけども、重金属の類いのものを一

通りやらせていただきます。 

   発注業者につきましては、名古屋市の中外テクノス株式会社中部支社というところに

発注をしております。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 今話があったようにアスベストを含むスレートです、物すごい量が

ありますが。それと、やっぱり焼却炉の中に残っておるダイオキシン、環境ホルモン、

こういった化学物質、有害物質が当然含まれている可能性があるし、それが地上、地下

のほうにも浸透しているような可能性があるわけですので、この検査の結果というのは、

工事前に地元のほうに説明があるかどうかについてお願いをします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 私ども、万が一の場合、敷地内土壌までいじくらなければ

ならないような状況であるならばということを心配して事前に調査をしております。し

たがいまして、正直に申し上げますと今見積もっておる工事費以上のものが出得る可能

性も、いわゆる範囲です。整地範囲がふえるかもしれません。したがいまして、出てし

まえばということでございますけども、出なくてもこういう形でございましたというこ

とは当然地元に御説明申し上げて、御心配をかけないようにしたいというふうに思って

おります。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） 先ほども説明がありましたけども、不燃物処理場の焼却灰は埋め立
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てすると、そういうことでありまして、その埋め立て用地として、先ほどの数字とちょ

っと違いますが５,１２９平米というだけの埋め立て用地を確保しとると、これは計画

ですよね。そうして汚水処理用の池として７００平米の土地を用意しますと、それで池

をつくりますよというような当初計画があったような気がしておりますが、この２つに

ついて現在どうなっておるのか、また、これを実際に使ったのかどうか、ここの部分の

調査についてどうかということについてお願いをします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 当初では、先ほど伊藤議員からもありましたとおり、当時

の町長はそこの沢について埋立地として計画し確保したというような経過があるそうで

ございます。しかしながら、現実的にはそこの沢は当時のままでございまして、いわゆ

るこの不燃物処理場からの排出物につきましては、いわゆる可燃性残渣で、これが灰で

ございますけども、灰と不燃物、カレット。カレットは、びんですとか陶器を破砕した

もの。こちらにつきましては、長野県小諸市の最終処分場、民間でございますけども最

終処分場のほうに搬出しておったということで、現実的には当初計画とは違う最終処分

をしておったということでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） ということは、あの敷地内には一切埋め立てしてないということで

確認でよろしいですか。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） いわゆる断層に下がっていく沢には何も入れておりません。

アスファルトがある本体敷地の一部については、雑草を刈ったものを一部置いてある。

いわゆる一般廃棄物処理場からの搬出物については出してはおりません。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） その辺のところ、やっぱり少なくとも先ほど言いましたように２９

年あたりですか、それだけやっぱり協力をしてくれた逆川や西深溝の皆さんに、感謝の

気持ちを持って安心して解体工事をやりますよとか、土壌汚染の問題についても丁寧な

説明と、そういったことがきちっとなされるのが大事だと思いますので、そういった意

味での住民説明会というのを確実にもっていただきたいなというふうに思っております。 

   そして、その跡地利用のところの話なんですが、先ほど逆川の区長との要望書があり

ますよというのがありまして、その中に具体的に言うと、その跡地利用の中の言葉の１

つに「運動公園にしますよ」という活字が入っておりましたので、あの跡地は運動公園

にするんだなというふうな認識を持って私はおったわけですが、そういう計画というの

は今も生きておるかどうかについてお伺いします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 申しわけございません。私の今手元にあります逆川区から

の承諾書についての条件としては、先ほど申し上げましたとおり逆川区民の要望する施

設に使用されたいということでございます。ただ、幸田町長からの一般廃棄物の設置届

の計画の段階では、埋め立て完了後の跡地、いわゆる沢でございます。埋め立て完了後

の跡地は緑を生かした運動公園とする計画でありますという、こういう話になってます。
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ただ、それは埋め立て予定地であったということで、今現況では沢のままということで

ございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根君。 

○５番（中根久治君） そのとおり計画段階では、埋め立て跡地の五千何百平米を含めて運

動公園にしますよと。運動公園といえばそんな小さなもんじゃできるわけないわけです

から、もう少し規模の大きなイメージとして私は捉えておるわけですので、そうすると、

今もそういうしますよという計画があった以上、今も運動公園というのをベースにして

下の深溝断層とのつながりを持って一つの一体型の公園施設にするとか、または、もっ

ともっと地元のほうではこういうものが欲しいと言えばその要望を聞くなり、いずれに

しても、そのまま更地にしましたよではいけないと、そういうふうに私は思っておりま

すので、あくまでも立つ鳥跡を濁さずでございますから、もう汚れ放しにしちゃいかん

よと。しかも、こういうふうな自然環境を元へ戻した形で感謝の気持ちでこうしました、

そういうふうにやっていくことが必要かと思いますので、ぜひ活字として載っておりま

す運動公園という言葉を消さないでいただきたいと私は思っておりますので、再度その

辺についての考えをお聞きします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 議員おっしゃるとおり、具体的には地元と協議して検討し

ますというような表現にはなっておりますけども、御承諾をいただいたときにはそうい

う話であったというふうに考えております。合わせて、当地区につきましては、都市マ

スの計画ですとか、深溝のまちづくり研究会の計画ですとかいろんなものがございます

もんですから、まず、第一弾として町内の関係部課と協議をしながら検討させていただ

きたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ５番、中根久治君の質疑は終わりました。 

   次に、９番、水野千代子君の質疑を許します。 

   ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 企画費、企画一般事業７７万円、旅費についてお伺いをいたしま

す。 

   １０月１０日と１１日の島原市の島原天守閣復元５０周年記念として招聘を受け、松

平家ゆかりのサミット、深溝本光寺宝物展などを行うことが８月の協議会で出されまし

た。そして、今回７７万円の補正でございます。 

   出席者の確認をいたします。町長、教育長、議長、産業振興課長、企画政策課長、企

画政策課長補佐６名と、三河万歳保存会５名の１１名の旅費ということでございますが、

出席者はそれでよいのか。また、三河万歳保存会の５名のメンバーは決定したのか。決

定していればお名前をお聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 出席者は今言われましたように、町長、議長、教育長、産業振

興課長、企画政策課長、同課長補佐の６名と、あと三河万歳保存会から５名の合計１１

名を予定をしております。三河万歳の人選につきましては会にお願いをしておりますの

で、会員の中から選んでいただけるというふうに聞いておりますけれども。 
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○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 保存会のほうからメンバーを選んでいただくということでござい

ますが、しかし、１０月１０日、１１日って日にちも間近でございますので、また決定

していればぜひともお聞かせを願いたいというふうに思います。 

   それから、平成２２年幸田町は長野県箕輪町と岩手県住田町、また、岩手県の平泉町、

東京の立川市と災害時相互応援協定を結んでおります。同じように、島原藩主深溝松平

家によるつながりで島原市も同じような相互協定をお願いしたというふうに思いますが、

当時は実現をいたしませんでした。しかし、その後平成２５年、２６年とさまざまな相

互協定を行っているというふうに思うわけでありますが、また今回島原市から招聘を受

けて行かれるということでございます。このことを見ますと、以前よりかなり友好関係

が深まっているのかなというふうに考えておりますが、そういう考えでいいのかどうか

ということと、町長の所信表明にも長崎県島原市との姉妹都市の推進を検討しますとあ

ります。検討から姉妹都市締結は進められていくというふうに考えていいのかどうかと

いうことをお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） まず、三河万歳の関係については、またわかりましたらお伝え

をしたいと思います。 

   それと、本町と島原市とは島原藩主深溝松平により深いつながりがあり、歴史を中心

として交流を続けてきております。特に、平成２１年の松平忠雄御所の発掘調査を機に、

さらに交流は深まっておるというふうには考えております。ただ、しかしながら歴史的

に深いつながりがありますけれども、幸田町が島原市民に余りまだ知られてないという

ことでもあります。今回の島原城の天守閣復元５０周年記念、松平家歴史ゆかりのサミ

ットに参加して本町の存在をアピールし、今後さらに歴史と文化の友好交流を深めるも

のでありまして、市民、町民がお互いに存在を認め合った段階で、また姉妹都市、友好

都市に発展していくのではないかというふうに考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 今言われました、まだ幸田町が向こうの島原市には存在を余り知

られてないということでございますが、しかし、やはりどこでもそうですが姉妹都市を

提携するときには、初めから全てを知った上でということはなかなかないというふうに

思います。特に、今回は本当にいい機会かというふうに思うんです。こういう機会があ

るからこそ、やはり姉妹都市の提携が結ばれていくのかなというふうに思いますので、

この機会を決して逃さないようにしていただきたいというふうに思うわけでございます。 

   それから、次に先ほど少し言いましたが、災害時相互応援協定を結ぼうとしていた市

でございます。当然、姉妹都市の締結のほうが先なのかなというふうには思いますが、

その後にもやはり災害相互応援協定というものも結んでいただきたいというふうに思う

わけでありますが、その辺のお考えについてお聞かせをください。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 島原の関係につきましては、姉妹都市というような形で結んでい

きたいということを申し上げているところであります。以前、私も２年ほど前に行った
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ときの市長と今度の市長はおかわりになりまして、市長は、昔のルーツをたどりますと

幸田から行った方だろうというふうに本人も言ってらっしゃいました。なぜかというと、

その店の屋号が三河屋という屋号なんです。今回の島原市の姉妹都市とか災害応援協定

というのは、すべからく姉妹都市であろうが、災害応援協定であろうが同じであります。

そういうお互いにその土地をよく理解し合いながら親交を深めていくということであり

まして、特に今回につきましては、築城５０周年ということで御招待をいただいておる

わけでありますけども、私ども幸田の殿様が福知山に行かれて、島原へ行って、それか

ら豊後高田と。その４つの首長の一つのサミット的な話もそこの中であるというふうに

聞いておりますけども、詳しいまだまだ詳細につきましては、しっかりまだ私は聞いて

おりませんですけども、そういう話も将来的に姉妹都市というのを大きく考えたのは、

そういう方向がある程度見えてきているということでございますので、さらに、今水野

議員がおっしゃったようにこの機会を逃さずぜひ進めてほしいという、私のほうもその

ように進めてまいりたいと思いますし、島原市の総務委員会さんがもう早々にいらっし

ゃいます。島原市の総務委員の皆様方が幸田町を訪問いただきまして、また幸田町を理

解していただく。我々も将来的には議員の皆様も。昔は議員の皆様に行っていただいた

方があるわけであります。そのときも随分歓待を受けているわけでありまして、私のほ

うとしても十分島原お総務委員の皆様方、議長さんもいらっしゃるので、親交を深めて

いきたいなというふうに思っておりますので、一つその辺も御理解いただきますように、

よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 総務委員会の方は９月２５日に来られます。 

   それと、あと三河万歳の参加者でございます。会長の大熊さん、副会長の上野さん、

会計の嶋井さん、監査の川澄さん、会員の藤田さんの５名の方であります。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 災害時の相互応援協定につきましては、姉妹友好都市締結が結

ばれた後、また、双方でそうした状況になれば考えをさせていただきたいというふうに

考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 私も当時の文教福祉委員会、それで島原市へ視察に行った覚えが

ございます。確かに、向こうでは本当に歓迎をされて向こうの地元の新聞にも出してい

ただいたという記憶がございます。でありますので、やはりしっかりとしたいいチャン

スでございますので、このチャンスを逃さないように進めていっていただきたいという

ふうに思います。 

   それから今回、産業振興課長が同席をされるというふうに協議会のほうで出されてお

りますが、島原市との相互の産業振興への期待というのは、どういうものを期待されて

いるのかということをお聞かせをください。 

○議長（大嶽 弘君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 今回、松平家の歴史ゆかりサミットの関連のイベントとしまし

て、３市１町の物産展が予定をされております。幸田町の物産の筆柿等をＰＲをして、
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今後それぞれの市町で行うイベント等に特産品の販売など、産業振興に発展させるため

に参加するということでございます。ただ、このゆかりサミットの中でどのようになる

かわかりませんけれども、先ほど言いました３市１町の交流事業の一つとして、各市ま

ちで開催されるイベントにおける特産品の販売を行うこともまた考えていきたいという

ふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） ぜひとも今回産業振興課長が行かれるわけでございますので、そ

れぞれの３市１町のやはりイベント等にも、特産物をお互いに参考にしながらまた広め

ていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

   次に、道路新設改良費、道路整備費２,０００万円についてお伺いをいたします。 

   今回の補正は、生活道路等の整備工事費ということでございました。春に行政区から

の要望があると思いますが、現在どの程度整備されているのかということをお聞きする

わけでありますが、さきの本会議で答弁されておりますので確認だけさせていただきた

いと思います。 

   行政区から道路整備の要望が７８件あり、その約４割が整備済みである。当初予算が

５,０００万円、今回の補正で２,０００万円、合計７,０００万円でこの整備を対応し

ていく。そして、優先順位をつけ整備しているということでございましたが、それでよ

いのかどうかということと、その優先順位は何を基準としておられるのかということを

お聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） さきの一般質問でお答えさせていただいたように、今年度７８

件の要望が出ていると。それに対して、今回補正をお願いしております２,０００万の

補正で合わせて７,０００万、さらに、交通安全費のほうも２００万ほど補正予算を要

求しておりまして１,２００万となりますので、合わせて７,０００ではなく８,２００

万で交通安全も含めて対応していきたいということで、７８件のうち４５件が執行でき

る状況にあるんじゃないかということであります。実際に４月に新しい区長さんから要

望をいただいて、５月に取りまとめを行い、そこから現場の確認とか、その施工性だと

か優先順位と言われるようなものを地域のバランスも考えながら、上半期で当初予算分

のおおむね７割部分です。３,５００万程度を発注しておる状況でございますけども、

四半期はこの補正をいただきながら残りの部分を行いながら、トータルで８,２００万

ほどの事業を行っていきたいということであります。また、それ以外にも道路新設改良

事業も要望などを受けながら取り組んでおりまして、１億１,３００万ほどの工事をや

っていると。また、それ以外にも親切行政の要望です。これも今年度４月から８月末ま

でで４カ月です。この中で、実際今親切の要望が２０７件ほど出ております。それに対

して１２４件ほど処理が済んでいる状況であります。こういった内容もそれぞれ優先順

位とかいろんな面がございますが、親切行政はすぐ行うのが基本ですので、ただ、現場

の施工性とか民地であったりとか、いろんな面で協議しなきゃいけない部分がある場合

はなかなか対応できないということで、これは全てに言えることですけども、そういっ

た優先順位も現場の施工性、現地の確認、またそういった面で時期的なもの、こういっ
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たものを総合的に勘案しながら対応させていただいているという状況でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 本当に春だけの行政区からの要望だけではなくて、また随時親切

行政のほうにも要望が入ってくるということもわかっているわけでありますが、やはり

その現場の施工性があるかどうか。また、本当に現場を確認されて優先順位をつけてい

くということで今お聞きをしたわけでございます。 

   町道に関してお伺いをするわけでありますが、町道の管理責任者は自治体でございま

す。町道はやはり歩行者や車、また、そこに住む住民が安心して生活、通行できるよう

に整備する。そしてまた通行が妨げられているような状況にあるならば、それは指導し

ていく。それで間違いないかということをお聞きをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 先ほどの要望に対してということで、さきの一般質問でもお答

えさせていただきましたように早目に取りまとめをしながら、また、次年度への予算編

成、こういったものにもしっかり前もって準備をしながら、なるべく当初予算がそのま

ますぐ早期発注ができるようなそういった体制を整えながら進めていきたいと考えてお

ります。 

   それと、今後段で御質問にありました道路管理者へのものでございますけども、これ

もいろいろ行政区からいろんな面で道路管理上の問題のある道路占用とか道路使用、こ

ういった部分を違法にやっておられたりというようなことがございます。こういったも

のは、先日、私も通報いただいたものを現場を確認いたしまして大変危険な状態にある

地区がございます。こういったことに対しては、しっかりその事業者、企業のほうへし

っかり説明をさせていただきながら、また、こういった企業を地元との共存と言うか、

実際にはいろんな面で周りに迷惑をかけたり、また、事故が発生するとこれは道路管理

者のみの責任ではなく、実際、道路管理者の責任にもなりますけども、いわゆる事業者

側の企業のほうの占用者側としての責任も係ってくるので、企業としてもしっかり対応

していただきたいというふうなことも私自身もその事業者のほうへお伝えしながら、ま

た、ほかにもこういったものがあると思いますので、こういった適正な処理を口頭で申

し上げながら、また、文章にて出しながらというような形で対応していきたいと考えて

おります。よろしくお願いします。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 今、少し部長も言われましたように、道路を占用している、また、

無断で使用している、そういうところがあるわけでございます。例えば、私の地域でご

ざいますが、朝の８時過ぎぐらいから夕方６時ぐらいまで、約１０時間ぐらい不法にコ

ンテナが高く詰まれ、道路にも並べられ、住民の生活が脅かされてもおります。そこは

通行量も多いし、子どもたちも通る町道でございます。自治体は町道の管理者でありま

すので、権利管理者として指導していく。今部長も言われましたように、地元との共存

をしていただけるように話をする。また、事業者側の責任もありますので、口頭とか文

書で伝えていくということでございましたが、そういうことを現実にされたということ

で認識をしていいのかどうかということをお伺いをいたします。 
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○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） こういった問題、たまたまその１件、私どもも直前でございま

したので、これに対しては具体的にそこの責任者の面談いたしましてつけてございます。

それと、文書についても昨日付で文書でこういった通告を行いながら注意をするように。

また、文書で出せばそれに対する対応もそれなりの文書、今後の計画、すぐに対応でき

ないということもあるかと思うんですけども、こういったものをすぐ対応できることと、

また、多少土地を含めて検討する、こういったものも社内でしっかり検討した上で回答

いただきたいというふうなことを私自身も実際にその企業のほうへ出向きながら説明を

して通告をしてある状況でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） そういう対応をしてくださったということでございます。実際に、

本当にそこの現場のところを見ますと、住民からはリフトが車の道路を占用して自分の

車とぶつかりそうになってひやっとしたという、そういう声も聞いております。また、

多分その中にも入っているかというふうに思うわけでありますが、同じ工場の隣には自

動販売機が設置をされております。自動販売機は当然設置者の敷地内に設置するもので

ございます。しかし、そこはＵ字溝の上、また路側帯の上に乗っております。完全に道

路を占用しているわけでございます。そういうことで歩行者、また、車の通行も妨げて

いることでございますが、これらのことも文書の中に入っているかどうかということを

再度お伺いをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 同じく、この地区に自動販売機が確かにいわゆる公有地、そこ

の上に一部係りながら置いてあるということで、これも違法行為でございます。こうい

ったものを実際には自動販売機の設置者、これはその企業ではなく自販機のほうの設置

者のほうへ直接これは口頭ですけどもお伝えしながら、また、その企業が利用されてい

るという自販機でもあるもんですから、そういった面でもその対策は企業のほうに、こ

れは文書ではなく口頭で行っておりますけども、そういったものも両面から、いわゆる

自販機業者のほうと、また企業のほうと両方に今伝えている状況でございます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） 自販機の設置者に対しましては、幸田町にはたくさんの自販機が

ございます。その辺のところで、うちはたまたま近所にあったからわかったわけでござ

いますので、設置者に対しましては、町内全域に対しましてもきちんとその辺の注意を

口頭でお願いしたいというふうに思います。あの地内は、今から本当２０年ぐらい前に

幼い子どもが自動販売機で買っているときに、自販機の前でトラックによって幼い命を

奪われたという悲しい事故がありました。それからは当たり前ですが、道路から離れた

ところに必ず自販機は設置されておりますので、素早い撤去をよろしくお願いを申し上

げます。 

   それから、内池地内は準工業地帯と聞いております。現在も数カ所の工場があります。

共存していくということも私たちも十分わかっております。今では本当に一戸建てもふ

えて住民も多くふえております。共存ということで企業とか工場があることを私たちは
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責めているつもりは決してございません。しかし、住む住民がやっぱり安全で安心な日

常生活が送られるような、そういう道路整備と合わせて道路の管理者としての指導をし

っかりと行っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

   次に、非常備消防費、消防団の運営事業９０万についてお伺いをいたします。 

   今回は消防団詰所の機械器具購入費として、テレビとか、その他備品ということで説

明を伺いました。その件について、テレビ等はどこの分団に置かれるのか。また、ほか

備品というのはどういうものを購入される予定であるのかということをお聞きをいたし

ます。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 今議員の言われた自動販売機です。これは町内にいろいろあり

ますので、こういった部分、道路占用していないかどうか、そういった部分を点検をし

たいと思います。特に、今議員が言われた箇所です。これについては過去に事故があっ

たと。しかも、その企業が利用しておる自販機ですけども、周りの方もそういった面で

使われる。また、子どもさんもそういった自販機を使われるということになれば、当然

そういった待機スペースというのは当然のように必要になってくると思いますので、こ

ういったことも踏まえてしっかり指導していきたいと思っております。また、今この地

区につきましては、委員が言われたように昭和４５年の市街化区域線引きから工業地域

という設定をされてまして、また、区画整理も昭和５８年から行って平成２年に完了し

てるんですけども、こういった地区の中で住宅がありながら工場も建っているという混

在地域となっています。しかも、一部の地区では道路を今言われたように、作業スペー

スのように道路に油が乗っておるような状態というのも見受けられます。こういった面

では、本来ならばこういった工場をどこか中小企業団地として移転するとか、そういっ

た面が抜本的な解消が必要なのかもしれませんけども、これはそういったことを言って

いても人の命にはかえられないということもございますので、道路管理者としては早急

に対応できること、今申し上げたような事業者への協力を求め、注意を喚起し、道路管

理者だけでなく企業責任もある程度あるということも踏まえて指導をしていきたいと考

えております。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 機械器具の詳細ということでございますが、今回、購入配備いた

しますのは３２型液晶テレビ、そしてテレビ台、そしてブルーレイレコーダーを消防団

各地にあります８カ所、全ての詰所に購入配備するものでございます。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野君。 

○９番（水野千代子君） ハイビジョン３２型のテレビを全分団８カ所の詰所に今回設置を

するということでございます。また、それに係る備品等も購入ということでございます。

今回、分団にこのようなテレビを新しく設置するわけでございますが、例えば、詰所に

詰めた団員たちが何か災害があったときに、そのテレビから情報を得たりだとか、また、

自分の地域だけではなくてさまざまな地域からの情報もそういうもので得られるかなと

いうふうに思うわけでございますが、例えば、消防団の方々の詰所に対してのまだまだ

整備されてない備品、そういう要望があるのかどうかということもお聞かせをいただき
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たいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 消防長。 

○消防長（山本正義君） 要望につきましてですが、今週の日曜日にも消防団の役員会が教

練会の訓練の後にございました。そういった中で、平成２７年の予算に迎えて消防団員

の皆さんに、特に役員の皆さんですが、次年度の要望ということで何かないかというこ

とで御提案をさせていただいております。特に、昨年の末に消防団を中核とした地域防

災力の充実強化に関する法律等ができまして、その中で消防団の装備品の充実等々もご

ざいますので、そういった中で今後消防団の要望にそったものを順次装備をしていきた

いと考えておりますが、現状のところまだ要望ということでは出ておりませんが、消防

団の方だけではなく、こちら消防本部としても何が必要かということを考えながら予算

に反映させていきたいと考えております。 

○議長（大嶽 弘君） ９番、水野千代子君の質疑は終わりました。 

   次に、７番、池田君の質疑を許します。 

   ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） それでは、私は１点だけお伺いするものでございます。 

   団体営土地改良事業の中で、農業地の確認システム委託料、これ２８万円ついており

ます。新規事業でございます。それで内容をどういうものかお聞きするものでございま

すけど、この団体営土地改良事業、大変、私の承知しているところでは１９年に農地水

環境保全活動ということで発足したように記憶しております。そして、２４年に農地水

保全管理支払交付金という制度を変更したというのか、変えたと記憶しております。そ

して今年度、多面的機能支払交付金ということで、さらに制度改正したと思っておりま

す。そこで、この内容ですけど、幸田町に組織２０団体ほどありますけど、これが進み

ましてどうしてもこの内容がわかりにくいということで前回説明がありましたけど、ま

だまだそこにはいってなくて、もう一遍どういうことかということで、私も実はわかり

ませんので農業地の確認システム委託料の内容をお聞きしたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 先ほど、池田議員のほうがおっしゃったとおり、制度が３

回、１９年、２４年、２６年と変わってきております。今回、多面的機能支払交付金制

度という形でございます。こちらにつきましては、基本的には水路、農道、ため池及び

のり面等の供用部分の維持管理、多面的機能を維持、継続するということで、地域で共

同作業を行う活動費ということでは根本的に前回とは変わっておりますけども、今回の

多面的機能支払交付金制度によりまして、いわゆる活動費の交付金金額の単位当たり金

額が変わりました。これはいろんな要件がございますけども、それによりまして今まで

は職員、あるいは地元の方たちが現地に行きまして確認野帳と言うんですけども、写真

を撮って、延長を図ってというような形で済んでおったわけですけども、本来は農用地

を保全するための共用部分の維持管理ということでございまして、交付金は農業地が一

反当たり幾らというのが基本になってきます。よって、今回からは農用地がきれいに保

全をされておるか、そういうことを確認をするという作業を行うということが新たに出
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ました。それによりまして、今回農用地確認システムを開発する委託料の補正をお願い

しておるわけでございます。これにつきましては、いわゆる現地農業システム、いわゆ

るタブレットへの地図情報を今現在ある農業地管理システム、農業委員会が持っており

ますけども、こちらからタブレットへ移し変えまして現地で一筆ごと確認をします。そ

して、作成した農業地確認情報システムを事務用のパソコンへ入れまして、必要データ

を作成して、県ですとかそういうところへ送信をする。それで、いわゆる現地確認の供

用ができるということでございます。具体的な中身につきましては、モバイル型端末機、

これを３台購入をさせていただきます。それと、先ほど農業委員会が持っております農

業地確認システム、こちらからタブレットへの移動ができるようなシステムを開発をさ

せていただきます。費用としてはおおよそ５０万円を見込んでおります。なお、歳入の

ほうでございますけども、県補助金として農林産業県補助金、農地水環境保全向上活動

補助金として２分の１の補助率２５万円、こちらのほうの歳入もございますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 農業施設ということで池とか用排水機場、また、パイプラインには

回収路もあるし、ため池もございます。これはそうすると農業地に限って適用されるの

かどうか。 

   それともう１点、既存の農地地図は、このシステムはパソコンへ入れてということで

しょうか。もう一度お伺いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） いわゆる農業用施設、先ほど言われたとおり排水機場です

とか農業ため池ですとか、そういうものは今回から、いわゆる軽微な維持管理として長

寿命化の対象となりますので、当然そちらのほうの位置情報も落として、施行された場

合につきましては落としてまいります。また、今までどおり農業用排水路畦畔の管理、

こちらのほうにつきましても情報として入力をします。 

   それと、今現在、農業委員会の農地管理システムというのがございます。これは農業

委員会単独で持ってますものですから、これに対してＧＰＳ機能を持ったモバイル、今

回これを購入いたしまして、現地に行って操作すれば、この圃場はどこだということが

すぐ確認できて、これが良好な状況であるという確認野帳のかわりとなるというもので

ございますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田君。 

○７番（池田久男君） 先ほどお伺いしました池とか用排水機場、また、パイプライン等は

長寿命化のほうで面倒を見てもらうということで承知いたしました。 

   そして、現地へ行かなくても、要するに、今まで組織の人が現地へ行って使用前、使

用後の写真を撮って、こちらの役場のほうへ持ってきて職員に了解を取ってやっていた

だいたんですけど、その辺の管理の辺はどういうふうに変更になったかということを少

し教えていただけたらありがたいと思ってます。 

○議長（大嶽 弘君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（清水 宏君） 今までお願いしております共同作業、こちらにつきまして



- 55 -

は、あくまでも今までと同じということで現況写真等、出来高等は確認をさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。今回のタブレットにつきましては、農用地が

良好に維持管理、いわゆる生産をされておるかということの確認でございますので、こ

れは新たなことということで御理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（大嶽 弘君） ７番、池田久男君の質疑は終わりました。 

   ここで、途中ではありますが１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午後 ２時４３分 

─────────────── 

                             再開 午後 ２時５３分 

○議長（大嶽 弘君） 休憩前に戻し、会議を再開します。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 歳入で、社会保障・税番号制度システム整備費で総務省分の補助

金が１,４６８万円、そして、厚生労働省分の補助金が７５５万９,０００円、合わせて

２,２２３万９,０００円が計上をされております。これは、いわゆるマイナンバー制度

でございますけれども、このシステム整備費によって住民生活、あるいはどう変わるの

か。この点についてお尋ねをするものであります。 

   それから、この整備にかかわって言えば、歳出におきましては電算で９８万１,００

０円、国保で１２０万円、介保で２８０万、後期高齢で１２０万、合わせて６１８万１,

０００円が歳出予算として計上をされているわけでありますけれども、差額分というの

はどうなるのか合わせてお答えがいただきたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） マイナンバー制、社会保障の税番号制度でございます。 

   これにつきましては、庁舎内でいろいろな課が関係をしておりますので、プロジェク

トチームをつくって進めさせていただいております。その中で、この法律につきまして

は平成２５年５月２４日に議決をされまして、公布が５月３１日、施行日は公布の日か

ら起算して３年を超えない範囲ということで、最大でも平成２８年５月３１日までに政

令でその日が決められるという内容でございます。マイナンバー制度というのは、複数

の機関に存在する個人の情報を同一の情報であるということの確認を行うための社会基

盤、インフラでございます。社会保障・税制度の効率化、透明性の確保と国民にとって

利便性の高い公平・公正な社会の実現に向けて国民全員に一意の個人番号を割り当てる

制度でございます。 

   その中で、住民にどのようなメリットがあるのかということでございますけれども、

これにつきましては、先ほど言いました社会保障・税において給付と負担の公平化が図

られるということや、真に手を差し伸べるべきものの発見が可能になると。例えば、被

災者情報です。そういうものの発見が可能となるということと、あと申請等における添

付書類です。住民票、所得証明等の省略により町民の利便性が向上するというようなこ

とが考えられると思います。 

   あと、総務省分の関係でございますけれども、歳入の１,４７５万円が交付決定で来
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ておるわけですけども、補正額としては１,４６８万円という内容でございます。その

中で住民基本台帳システム、これにつきましてが５７０万円、地方税のシステムで６６

９万円、あと中間サーバーで９８万１,０００円でございますけれども、この９８万１,

０００円が歳出の９８万１,０００円に対応しておるものでございます。あと、団体内

統合利用番号連携サーバーということで２００万円が１,４７５万円の交付決定の内訳

としてはそのような内容になっております。交付決定額との差としては、補正額は１,

４６８万円ですので７万円ほどの差があるわけですけれども、内容につきましては先ほ

ど言いました住民基本台帳システム、地方税のシステム、中間サーバー、団体内統合利

用番号連携サーバーというようなシステム改修が総務省分でございます。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 部長の答弁ですと非常にメリットがあるようなことを言われるわ

けでありますけれども、しかしながら、このマイナンバー制度におきましては個人情報、

いわゆる税も社会保障も一緒になって一体管理するというものでありまして、非常に住

民を監視する仕組みになっていくものでありますが、そうした点からして、この差額に

つきましては、この歳出の中で全て賄い、そして国費で賄い、これが稼働するのはどれ

ぐらいになるのかお尋ねしたいというふうに思います。 

   次に、横落住宅の改善工事の内容についてであります。 

   横落住宅におきましては、１,２００万円をかけて外壁の改善工事を行うものであり

ますけれども、これはいわゆる前々から要望、要求などをしてきたわけでありますが、

ようやく今回の中で対応されるというものであります。また、同時に横落住宅の中にお

きましては、室内のカビが大量に発生をするということもございまして、湿気対策も要

求をしてきたところでありますけれども、今回、この湿気、カビ防止につきましては、

どのような調査をされ、また点検等を行っているのか、合わせてお聞きしたいというふ

うに思います。 

○議長（大嶽 弘君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 今回のマイナンバーに伴うシステム改修でございます。これに

つきましては、今現在では３カ年で実施をするという形で今年度、２７年度、２８年度

という形で改修をし、来年度以降ちょっと費用的な面がまだ不確定でございますけれど

も、まだ２７年、２８年で１億円程度かかるんではないかというふうに予想をしており

ます。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 町営住宅の補正予算の関係でございます。 

   町営住宅は、昭和５７年にプレキャストコンクリートの４階建てで１６戸分、それと

また、平成４年には鉄筋コンクリートで４階建ての８戸分がございますけども、これを

社会資本整備総合交付金を活用しまして公営住宅等ストック総合改善事業というもので、

当初予算でまず１棟目をとり行う予定をしておりましたが、国の内示がつきましたので

残る１棟についても行い、今年度この補正を受けまして２棟全てを外壁改修を行うとい

うふうな中身でございます。その内容につきましては、外壁の外断熱を北側の壁とか東

西、南を除く壁、こういったものと屋根です。屋上の関係の防水、また断熱関係を行っ
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ていくというふうな計画であります。これについて、実は議員から言われるようにカビ

の問題が結露が要因であるということで、平成１８年に横落住宅につきましては一部施

工をしてございます。その施工の結果、かなり効果が見られたということもあって、今

回、神山住宅が今終わっているわけですけども、今回、大規模に社会資本総合交付金に

よって横落住宅を改修していくというふうな形になっております。こういった施工に当

たっていろいろな利用者のアンケートとか、また、施工前の調査、点検などを行ってそ

の効果を見たいなということであります。ちなみに、完了しました神山住宅でもアンケ

ートをとっておりまして、これは抽出アンケートなんですけども６月に実施しておりま

す。そういった中では、６３戸の回答の中で結露が少なくなった方が８件、６３件のう

ち８件が結露が少なくなった方がいらっしゃるということです。あと、カビが生えにく

くなった方が１１件、また、エアコンの効率がよくなったとか、外部音が気にならなく

なったというふうな方も数件いらっしゃるというような面で、こういったアンケートに

よっていろいろ集計をとりながら行っているということであります。点検については、

今水回り含めて町営住宅の古いほうは３０年以上経過してるという状況でございます。

途中いろんな面で改修を行ったりしておりますけども、今自治会長を通しながら、こう

いった実情の中で今のカビの問題を含めて、ヒアリングをしながら状況把握をしていき

たいというふうに考えている状況でございます。 

   以上です。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） マイナンバー制度につきましては、まだあと１億円程度をかけて

整備をしていくというものだという理解をするわけでありますけれども、しかしながら、

この制度につきましては住民の個人情報が一元管理ということで、税と社会保障を一体

的なものとして捉えていくというものであります。その点におきましては、メリットを

言われましたけれども住民にとっては個人情報が国によって管理されてしまうと、こう

いう内容のものではないでしょうか。 

   次に、横落住宅につきましてはアンケートということでありますけれども、現在、カ

ビの発生、結露、この点で改善を望む声というものの把握というのはやられているのか。

また、中の点検はされたかということであります。そうした点検をした後、外壁工事、

防水工事を済ませて再度点検をしていく、こういう確認作業が必要ではなかろうかとい

うふうに思うわけであります。それから、現実にカビが発生をして黒くなってしまった

ところもあるわけですので、そうしたところの改修、これについてはどのようにしてい

くおつもりなのか伺いたいと思います。 

○議長（大嶽 弘君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） マイナンバー制度でございますけれども、当然、個人情報とい

うことでございます。番号法によりますと第９条では別表１を規定をしまして、９８項

目の内部利用の範囲を決めておりますし、また、外部への提供、これにつきましては原

則禁止という形をとっております。これは番号法の第１９条で規定をしております。原

則禁止という形で、例外的に別表でそれぞれこういうものは例外的に提供してもいいと

いうものを１２０項目ほど挙げております。このような形で個人情報の管理については
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十分注意して進めていくというような形で法律の規定もありますので、それに沿って個

人情報等の管理には十分注意していきたいというふうに考えております。 

○議長（大嶽 弘君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 実際にカビなどの、いわゆるお声をいただいております。実は、

私も町内会、自治会長のところにも訪問させていただきながら中身を見せていただいた

りしております。そういった中でも、これは３０年経過しているので、その中の北側の

部分の部屋、お風呂とかトイレなどは一部内装を変えたりして、これは町のほうで行っ

ていると思いますけども、そういった経過もございます。この自治会長の部屋は良好で

ございましたけども、そのほかの方も含めて、また自治会長の部屋でもやはり黒くカビ

が一部見られるなというとこら辺は若干しっかり見れば出ておりますので、こういった

ものを今、例えばこういった面では草刈りとかクリーン活動も横落住宅の中で行ってい

ますので、そういった中で御要望などを聞くようにして、また実際にその要望がつい今

週も上がってきておりまして、実際に床の膨らみとかそういった面もございます。こう

いったものも一度状況を把握して、これを計画的に直していく。苦情があったところだ

けを直してくというわけじゃなく全体を見ながら行っていく。そういった面では議員の

言われるような訪問して点検とか、そういった面を望まれていると思います。この辺を

今横落住宅、これから工事に入っていく上では二十数件ですので、そういった面では確

認しながらやって行きたいと思いますが、あくまでもこれは個人の居室ということにな

りますので、余り中に踏み込んでというのも制限があるかと思います。基本的には自治

会長を通じていろんな面で具合などを聞き取りしながら、またそういったものがあった

ところを実際に見学しながら、またその点検をした中で、この壁でこういった状況なら

隣の部屋もそうじゃないですかというふうな形で、いろんな面で広げていきながら点検

を入居者と合同で行っていくような形で、プライバシーもございます。そういった面も

配慮しながら取り組んでいくようにしていきたいと思います。いずれにしましても、こ

の外壁工事を今年度は行っていきますので、足場の工事とか入居者にもいろんな面で不

安を与える部分がありますので、これはしっかり説明をした上で行っていきたいと思っ

ております。 

○議長（大嶽 弘君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ２６年度の予算の大綱と施政方針、こういうものがことしの３月３

日に本会議で町長からるる説明がございました。その中で言われてきてるのは、「リー

マンショック前の平成１９年度、９３億円から１０億円もの大幅な減収の状況でありま

す。予算編成に当たりましては、慎重な対応で臨んでまいりたい。」と、こういうくだ

りがあるわけですが、こういうのは言ってみれば、リーマンショック以降枕言葉なんで

す。これは一番使い勝手がいいし、結果的にあとがどうなろうとこうなろうとそのとき

はどうなんだという形で、特に大須賀町長になってからそれが顕著になってきた。それ

は当初予算で少なく見込んで補正予算や決算でどーんと出して、みんなどこへ行くかと

いったら基金にどんどんどんどん積んでくわけだ。そうすると皆さんの、町民の関係か
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らいったらどういうものが生まれてくるのかという、こういう問題があるわけです。で

すから、結果的には施政方針と。今日この関係、９月の補正予算の段階で見ましても、

町税の関係だけでいきましても施政方針で言った９３億と言っておったのが今９２億で

す。１億円しか違わんと。結果的にそういう税がどぼーんとできてきてどこへやったか

といったら、みんな基金に積んじゃっとる。だから私は仕事せずと言う。いうことです

が、ともかく結果的にこういうのが出たときに、あなた方は結果論は幾らでも言える。

しかし、予算編成やら施政方針で我がまちの今年度の予算はこうあるべきだと、こうい

う大上段に構えておるわけです。そうしたときに結果としてじゃなくて、こういう補正

予算を提出をされたことについてはどういうお考えなのか。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 今回の補正、特に法人町民税につきましては、大幅な増をお願

いをしておるところであります。率直に申し上げまして、当初予算策定時以降の企業業

績の伸び、こちらにつきましては、円高の進行等も含め私どもの積極的な読みができな

かったということを感じておりまして、その責任も非常に痛感をしておるところでござ

います。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 企業業績の大幅な伸びだよということの一つの背景の問題として予

定納税というのがあるんですよね。今回、この補正の財源の法人の関係ですが、予定納

税というのは相当な金額に上る。その予定納税された金額はどれだけですか。修正申告

は１,６００万円ということですから、予定納税の関係はどれだけ入っておりますか。

今あなたの言われたような大幅な増収だと、ということと、予定納税がイコールになる

ものではない、性格的には。そこら辺はどういうふうに。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 今回、予定納税が今年度中に見込まれるというところまで、今

回９月の補正の中に含めさせていただいております。恐らく１１月末ぐらいにはという

感覚で見込んでおります。その金額といたしましては２.８億をもとに積算をしておる

ところでございます。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 予定納税するに当たっては見込めるなら幾らでもしてみよというこ

とではないですよね。その企業が見込める法人税収の半分が限度ということが言われて

おります。そうしますと、この２億８,０００万が予定納税として今現在計上されてお

りますよということになりますと、私の計算の仕方がいろいろ計算方法があるわけだけ

ど、またさらに１２月、３月も出てくるわな。予定納税じゃないですよ。予定納税じゃ

なくてあなたの言われたように大幅な増収が見込めるよというのは、これは予定納税と

いうものの性格からいくと若干違うというふうに私は受けとめてる。そういう点からい

って、１２月にやるとまたわーっとくるもんで、年度末にひゃっとやったら時間がない

もんでいいじゃないかというのがあなた方の今までのやり方ということからいくと、私

はそういう点でいくとまだまだ、わーと言って、オオカミ来るぞーと言って１０億円減

収だと言っておきながら、もう１億円しかすき間がなくなる。さらにこの年度末でいけ
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ば、３月の段階ではひょっとすると９３億を超えるかもしれんという状況に来たときに、

施政方針というのは一年間こういう施策を基づいて運営していきますよ、行財政運営し

ますよというのが町長の施政方針という点からいったらどう見とるんだと。これは出た

とこ勝負だがや。施政方針だなんて方針なんか掲げんでもいい。もしも掲げたかったら

出たとこ勝負で幾らでもやりますよと、このほうがすっきりしとる。施政方針で大上段

に構えて、上下着て、じゃによって我がまちはなんて言っとらんでもぽろぽろじゃない。

もう９月の段階でそういう答弁。だから、要は今度どういう形で進めてくのか。金がな

い、金がないと言いながら、金はあっても皆違うところへ持っていっちゃう。あるわけ

ないじゃん。ここら辺はどういうふうにお考えですか。 

○議長（大嶽 弘君） 総務部長。 

○総務部長（小野浩史君） 今見込める中身につきまして、最大限この９月で補正をさせて

いただいております。１２月、あるいは年が明ければまたという部分までは、まだ見込

めてはおらないのが事実でございます。施政方針の中で１９年度の例を挙げて９３億円

というこの背景につきましては、町税が２２年、２３年につきましては７４億、７６億

のレベルまで下がってきた、そうしたことで回復基調にはあるものの、まだ少したづな

を締めて当たっていきたいということの表記をさせていただいたところであります。今

回、こうした大幅な増を見込むということができなかった部分につきましては反省をし、

これからまたさらに広い視野を持って次年度、あるいは方向性については改めて慎重か

つ的確な読みという形で考えてまいりたいと思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 地方自治法は、見込める財源はいわゆる初年度できちっと予算に計

上して、その計上された予算が住民の福祉向上に役立てて使えよと、こういう形の中で

総計予算主義というふうに言われております。幸田町の総計予算主義というのは、結局

当初予算とか何か、要は、総計予算主義じゃなくて総計決算主義だ。決算でこうなった

よというだけで予算に乗せとるんじゃないということが私は言えるだろうというふうに

思う。それと合わせて、この施政方針の中でこういうことを言っておりますよね。「プ

ライマリーバランスを堅持し、公債費の縮減を図ってまいります。」と、こういうのも

施政方針の中に述べられております。 

   そこで町長にお尋ねするわけですが、私が一般質問で町長にプライマリーバランスと

は一体なんですかというふうにお聞きをいたしました。町長の即答はなかった。若干言

いよどみがあって、若干どころか言いよどみがあって全然違うことを言われたわけ。こ

こで改めてお聞きする。プライマリーバランス、施政方針の中にも載っております。こ

れはどういうふうにお考えですか。どういうふうに皆さんに説明をし、御理解を求める

ような内容なのか町長からの答弁がいただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） プライマリーバランスということで、いろんなそういう一つの指

標として話が出てくるわけでありますけれども、財政運営に当たってバランスよくそれ

ぞれの財政負担をしていく上において、負荷が余りかからないで将来を見通した形の財

政運営ができることを一つのプライマリーバランスと言いますか、一つのバランスとし
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て考えていくということだというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） そうしますと、この施政方針のありますように「プライマリーバラ

ンスを堅持し、公債費の縮減を図っていきます。」と、こういうのがあるんですよね。

プライマリーバランスと公債費を対置しながらこのことを言われておるということは、

あなたの言われた今の内容とこの施政方針とは食いつかんですよ。結局、あなたが私の

一般質問に答えてどういう形でものを言われたのかということです。これは私自身が一

般質問の中でぱーっと走り書きしたんで、町長の言わんとすることの内容と若干どころ

か大きくずれるかどうか、それはあなたの受けとめ方次第で、私が言ったのは、町長は

「プライマリーバランスとは優先的に財政運営をしていくことだ。」こういうふうに言

われたというふうに私は書きとめております。したがいまして、そうするとあなたが今

言われた「財政運営に当たっては、バランスをとりながら負荷がかからないような運営

をしてくんだよ。」と、こういう内容ですよね。そうすると、お聞きをするたびにころ

っころっころっころっ変わってくるのがプライマリーバランス、こういうことになるん

です。それでよろしいですか。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 私は別に変わってないと思っておるわけですけども、財政の健全

化を図っていくためにおいての一番基本となるのがプライマリーバランスだということ

でありますので、それを堅持しながらやっていくということはいささかその方法は変わ

ってないというふうに思っております。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 今言われた内容を別な形で言うと、町長のたまたま２６年度の施政

方針、あるいは予算編成方針の中には出てこないわけですが、過去の関係からいうと出

てきとる。それは財政規律だと。財政規律を保ちながら予算編成をしますよということ

と、今あなたの言われた内容とはリンクしそうだけどもリンクはしない。ですから、財

政運営とプライマリーバランスとは質が違うけれども、よく似てるけれども、あなた方

が使い勝手のいい言葉をそのときそのときの状況に応じて言われているなというふうに

しか私は受けとめられない。といったときに、プライマリーバランスとは何なのかと。

財政規律とは何なのかと。ここら辺は解明していただかないと、いいように使ってもっ

ともらしい言葉を言っときゃちょろっとだまされるという言い方が適切かどうかはとも

かく、だまされるということはともかくとしまして、ふうーと入ってっちゃうんです、

言葉として入っていってしまう、プライマリーバランスを堅持し、財政規律を確立をし

ながらと言えば、ごもっともだと。それじゃ何だと。こういうことになるんです。解明

していただきたい。 

○議長（大嶽 弘君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 解明はするほどあれじゃないですけども。特に財政規律というの

は、放漫経営をしないという一つの指標であろうというふうに思っております。秩序正

しい運営がされるようにやっていくのが正しい財政規律だというふうに思っております

し、プライマリーバランスになりますと基礎的な財政収支だとか、財政質の状況をあら
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わす一つの指標としてのプライマリーバランスであるということだというふうに思って

おります。そのプライマリーバランスということで赤字であったような場合につきまし

て、新たにまた借金をして重ねるようなことのないように、将来の世代に負担を転嫁す

ることのないようにと、そういうようなのが一つの指標であろうというふうに思ってお

ります。 

○議長（大嶽 弘君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、第５１号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５２号議案の質疑を行います。 

   本件は通告なしであります。 

   以上で、第５２号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５３号議案の質疑を行います。 

   本件は通告なしであります。 

   以上で、第５３号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５４号議案の質疑を行います。 

   本件は通告なしであります。 

   以上で、第５４号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５５号議案の質疑を行います。 

   本件は通告なしであります。 

   以上で、第５５号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５６号議案の質疑を行います。 

   本件は通告なしであります。 

   以上で、第５６号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５７号議案の質疑を行います。 

   本件は通告なしであります。 

   以上で、第５７号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５８号議案の質疑を行います。 

   本件は通告なしであります。 

   以上で、第５８号議案の質疑を打ち切ります。 

   ここで、お諮りします。 

   本日の日程はこれまでとし、認定議案第１号以降の質疑は９月１９日に繰り延べたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（大嶽 弘君） 御異議なしと認めます。 

   よって、認定議案第１号以降の質疑は９月１９日に繰り延べることに決定しました。 

   以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   本日は、これにて散会とします。 

   次回は、明日９月１９日、午前９時から会議を再開しますので、よろしくお願いしま

す。 

   長時間、御苦労さまでございました。 
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                             散会 午後 ３時２６分 
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